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フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
下
の

ゴ

i
リ
ス
ト
政
党
の
構
造
と
特
質

自

次

は

じ

め

に

第
二
草

U
-
N
-
R
(新
共
和
国
連
合
)
の
成
立

第
一
節
第
四
共
和
制
下
の
ド
ゴ

l
ル
支
持
政
党

第
二
節

U
-
N
-
R
の
成
立

第
一
章
の
ま
と
め

第
二
章
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
党
内
の
分
裂
と
そ
の
克
服

第
二
章
の
ま
と
め
(
以
上
第
二
十
八
巻
第
三
号
)

第
三
章

U
-
N
-
R
の
U
-
D
-
T
(
労
働
民
主
同
盟
)
と
の
合
併

〈

C
・
2
・
M
F
l
d
-
U
-
H，
・
の
成
立
)

第
一
節

U
-
D
-
T
の
成
立

第
二
節

U
-
D
-
T
の
構
造
と
思
想

野

d

争
も
ー
、

下
院
u
F

主怠
Eコ

第
三
節

d
・
2
同

p
i
c・
0
・
吋
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章
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構
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党
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持
者
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以
上
第
二
十
九
巻
第
二
号
)

第
五
章
議
員
グ
ル
ー
プ

第
一
節
議
員
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議
会
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対
す
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厳
格
な
規
制

第
二
節
議
員
総
会
・
議
員
グ
ル
ー
プ
会
長
・
政
治
局

第
三
節
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ

第
四
節
議
員
研
究
集
会

第
五
章
の
ま
と
め
(
以
上
本
号
〉
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事千

第
六
章
ゴ
l
リ
ス
ト
の
思
想

第

一

節

ド

ゴ

i
ル
の
思
想

第
二
節
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
プ
レ
の
思
想

第
三
節
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
!
の
思
想

資

第
四
節
シ
ャ
パ
ン
H

デ
ル
マ
ス
の
思
想

第
五
節
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
の
思
想

第
六
節
そ
の
他
の
ゴ

i
リ
ス
ト
の
思
想

第
七
章
大
統
領
・
政
府
と
ゴ

i
リ
ス
ト
政
党

第
一
節
ド
ゴ
l
ル
と
コ

i
リ
ス
ト
政
党

第
二
節
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
!
と
ゴ

I
リ
ス
ト
政
党

第
三
節
政
府
と
ゴ
l
リ
ス
ト
政
党

む

す

び

第
五
章

議
員
グ
ル
ー
プ

ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
に
所
属
す
る
国
会
議
員
、
即
ち
国
民
議
会
議
員
と
元
老

院
議
員
と
は
、
い
ず
れ
も
、
議
院
規
則
に
の
っ
と
り
、
独
自
の
議
員
グ
ル
ー

プ
を
形
成
し
て
来
た
。
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
は
元
老
院
に
お
い
て
は
大
き
な
勢

力
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
国
民
議
会
に
お
い
て
は
常
に
過
半
数
に
近
い

l
l

時
に
は
過
半
数
に
達
す
る
|
|
勢
力
を
保
ち
、
多
数
派
の
中
核
を
形
成
し
て

い
た
か
ら
、
そ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
あ
り
方
は
第
五
共
和
制
の
政
治
生
活
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
国
民
議
会
に
お

け
る
ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
構
造
を
明
ら

か
に
し
た
い
。
先
ず
、
こ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
特
有
な
、
議
員
の
議
会
活
動

に
対
す
る
厳
格
な
規
制
を
考
察
し
、
次
い
で
、
グ
ル
ー
プ
運
営
の
機
関
で
あ

る
議
員
総
会
、
議
員
グ
ル
ー
プ
会
長
、
政
治
局
の
三
機
関
を
考
察
し
、
そ
の

後
、
研
究
機
関
で
あ
る
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
を
考
察
し
、
最
後
に
議
員
研
究

集
会
と
い
う
非
公
式
な
も
の
で
は
あ
る
が
重
要
な
機
関
を
考
察
す
る
。
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(
l
)

ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
は
今
日
ま
で
何
度
か
党
名
を
変
え
た
が
、
ゴ

l
リ

ス
ト
政
党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
国
民
議
会
の
そ
れ
も
元
老
院
の
そ
れ

も
、
常
に
党
名
を
も
っ
て
議
員
グ
ル
ー
プ
の
名
称
と
し
て
き
た
ハ
こ
の

点
に
つ
い
て
は
註

(
3
〉
の
表
を
参
照
)
。
こ
れ
は
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党

と
そ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
関
係
が
緊
衝
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(

2

)

例
え
ば
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
の
時
点
に
お
い
て
、
元
老
院
の

U
-
D
-
R
グ
ル
ー
プ
は
ア
パ
ラ

γ
テ
(
品
目

u
m
B
E
g
-述
合
し
た
者
)

を
含
め
て
三
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
元
老
院
議
員
の
総
数
は
二
八

一
人
で
あ
っ
た
か
ら
、

U
・
D
・
R
の
勢
力
は
極
め
て
弱
い
こ
と
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。
口
問
-
F
w〉
ロ
ロ
h
M

め同】
O
口
江
門
出
口
品
回
申
吋
h

y

目】・

ω
∞C
i
u
∞N
・

(
3
)
議
会
選
挙
の
直
後
に
お
け
る
ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の

勢
力
(
ア
パ
ヲ

γ
テ
を
合
む
〉
を
簡
単
な
表
に
し
て
示
す
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
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プラ γス第五共和制下のゴ}リスト政党の構造と特質

第
一
節

議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
厳
格
な
規
制

ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
の
国
民
議
会
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
重
要
な
特
徴

と
し
て
、
そ
れ
が
常
に
国
民
議
会
に
お
い
て
、
過
半
数
な
い
し
過
半
数
に
近

い
議
席
を
占
め
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
内
部
分
裂
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
堅
固
な
政
党
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
ゴ
l
リ

ス
ト
政
党
の
堅
固
さ
を
支
え
て
い
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
所
属
議
員
の
発

議
、
修
正
案
の
提
出
、
賛
否
の
投
票
、
質
問
等
の
議
会
活
動
を
議
員
グ
ル
l

プ
の
議
決
に
よ
っ
て
厳
格
に
拘
束
す
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
律
の
存
在
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
厳
格
な
規
律
は
議
会
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
の
行
動
に

統
一
を
与
え
、
政
府
を
強
力
に
支
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。

議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
厳
格
な
規
制
は

U
・
N
-
R
の
成
立
に
ま
で

遡
る
。
既
に
第
一
章
で
記
し
た
と
お
り
、
一
九
五
八
年
一
一
月
の
議
会
選
挙

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た

U
-
N
-
R
の
議
員
た
ち
は
、
一
二
月
八
日
の
議
員

グ
ル
ー
プ
の
最
初
の
集
会
に
お
い
て
、
「
議
会
及
び
選
挙
区
に
お
い
て
ド
ゴ

ー
ル
将
軍
の
活
動
を
支
持
す
る
こ
と
」
及
び
「
グ
ル
ー
プ
の
多
数
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
た
投
票
規
律
を
受
け
い
れ
る
こ
と
」
を
主
な
内
容
と
す
る
誓
約
書

に
署
名
し
た
(
本
誌
、
第
二
十
八
巻
、
第
三
号
、
六
八
頁
参
照
)
。

誓
約
に
お
い
て
、
特
定
の
政
策
に
対
す
る
同
意
で
は
な
く
、
ド
ゴ
ー
ル
と

い
う
特
定
の
人
物
に
対
す
る
支
持
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
ゴ

1
リ
ス
ト
政

党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
が
出
て
い
る
。
議
員
た
ち
が
ド
ゴ

I
ル
支
持
を

誓
約
し
た
背
景
に
は
、
こ
れ
よ
り
後
、
一
九
五
九
年
一
一
月
の
第
一
回
全
国

大
会
の
時
、
ア
ビ
プ
H
ド
ゥ
ロ
ン
グ
ル
(
冨
・
出
回
玄
ず
り
己
。
ロ
ロ
]
巾
)
が
「
我

ム
ペ
国
民
議
会
議
員
は

U
・
N
-
R
H
ド
ゴ

1
ル
と
い
う
方
程
式
の
お
陰
で
選

出
さ
れ
、
成
功
を
収
め
た
。
こ
の
方
程
式
は
我
々
に
対
し
て
将
軍
り
へ
川
町
及

び
政
策
に
対
す
る
無
条
件
の
忠
誠
と
い
う
義
務
を
つ
く
っ
た
」
と
諮
っ
た
よ

う
に
、
議
員
た
ち
が
選
挙
戦
に
お
い
て
ド
ゴ
l
ル
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
し

て
勝
利
を
収
め
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
議
員
の
投
票
を
グ
ル
ー
プ
の
決
定
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料

に
よ
っ
て
拘
束
す
る
と
い
う
投
票
規
律
は
、
ド
ゴ
l
ル
将
軍
に
対
す
る
議
員

の
支
持
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

資

一
九
五
八
年
二
一
月
、
党
総
務
ロ
ジ
ェ
・
フ
レ
イ
は
議
員
グ
ル
ー
プ
が
投

票
規
律
に
つ
い
て
の
厳
格
な
規
則
を
定
め
且
つ
そ
れ
を
適
用
す
る
規
律
委
員

会
を
設
け
る
こ
と
を
議
員
グ
ル
ー
プ
に
勧
め
た
。

一
九
五
八
年
一
二
月
に
議
員
グ
ル
ー
プ
の
最
初
の
規
約
が
つ
く
ら
れ
た

が
、
こ
こ
で
は
「
党
の
政
策
又
は
国
民
の
生
活
と
直
接
に
か
か
わ
り
を
も
た

な
い
(
問
題
の
)
投
票
の
他
は
、
投
票
規
律
が
原
則
」
で
あ
っ
た
と
き
口
わ
れ

て
い
る
。

一
九
六

O
年
九
月
の
第
一
回
議
員
研
究
集
会
に
お
い
て
、
規
約
の
修
正
が

成
立
し
、
投
票
規
律
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
な
条
項
が
設
け
ら
れ
た
。

「
グ
ル
ー
プ
の
内
部
に
お
い
て
表
現
の
自
由
と
投
票
の
自
由
は
完
全
な
も

の
で
あ
る
。
日
常
の
議
会
活
動
に
お
い
て
、
発
一
言
・
書
面
・
投
票
に
お
い

て
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
グ
ル
ー
プ
の
多
数
の
考
え
と
の
堅
い
連
帯

守
口

m
gロ
ω
Sロ
Z
S
C骨
Eb)
を
表
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
義
務
的
で
は
な
い
(
ロ
D
ロ

-
B
1
5
E〉
。
も
し
グ
ル
ー
プ

が
投
票
規
律
(
宮
《
出
m
n片
岡

L
U
M
O
L
ぬ
ぐ
え
め
〉
を
決
定
し
た
ば
あ
い
に
は
、
そ

{
6
)
 

れ
は
強
制
的
な
義
務
官
豆
町
宮
巴

S
F
E
1
5
Z
Z〉
と
な
る
o
」

こ
の
規
定
は
全
く
そ
の
ま
ま
一
九
六
二
年
一
二
月
に
定
め
ら
れ
た
議
員
グ

ル
ー
プ
規
約
の
二
四
条
の
一
部
分
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
一
九
六
八
年
七

月
に
改
正
さ
れ
た
規
約
の
二
五
条
に
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ

た。
一
九
六
二
年
の
議
員
グ
ル
ー
プ
規
約
お
よ
び
一
九
六
八
年
の
議
員
グ
ル
ー

プ
規
約
に
は
、
議
員
の
投
票
規
律
に
か
ん
し
て
、
右
の
条
項
に
加
え
て
次
の

条
項
が
置
か
れ
て
い
る
。

「
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
委
託
〈
日
ωロ
E
Z〉
の
遂
行
に
お
い

て
、
グ
ル
ー
プ
の
多
数
の
政
治
思
想
に
服
す
る
義
務
は
強
制
的
な
も
の
で
あ

る
。
と
く
に
、
こ
の
義
務
は
委
員
会
に
お
い
て
是
非
必
要
で
あ
る
。

グ
ノレ

フ
の
政

制治

禁員
中主
ん段
ら
L を
す弱

める
る

重加
大℃

主記
壱な

る
を吾

警頁
刷 会
すの
℃会
」 議

に
お
け
る
欠
席
は
、

(
一
九
六
二
年
の
規
約
二
四
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の
二
五
条
)
。
右
の
条

項
は
、
「
グ
ル
ー
プ
は
・
・
:
・
必
要
な
と
き
に
は
、
委
員
会
に
お
け
る
グ
ル
l

プ
の
代
表
者
の
投
票
を
方
向
づ
け
る
」
(
一
九
六
二
年
の
規
約
一
五
条
、
一
九

六
八
年
の
規
約
の
一
五
条
〉
と
す
る
規
定
と
関
連
が
あ
る
。
即
ち
、
委
員
会

に
お
け
る
所
属
議
員
の
投
票
を
拘
束
す
る
た
め
に
は
、
本
会
議
に
お
け
る
ば

あ
い
の
よ
う
に
、
議
員
総
会
で
「
投
票
規
律
」
を
決
定
す
る
こ
と
は
必
要
で

な
い
。
例
え
ば
議
員
総
会
で
、
あ
る
法
案
に
賛
成
す
る
と
い
う
態
度
を
決
定

す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
委
員
会
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
所
属
の
委
員
の
投
票

北法30(4・190)872
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は
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
投
票
規
律
に
か
ん
す
る
条
項
の
重
要
な
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。
ハ
円
、
国
民
議
会
の
本
会
議
に
お
い
て
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
が
議

員
の
投
票
を
拘
束
す
る
「
投
票
規
律
」
を
決
定
し
な
け
れ
ば
議
員
の
投
票
は

自
由
で
あ
る
。

M
H
、
本
会
議
に
お
い
て
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
が
「
投
票
規

白

律
」
を
決
定
し
た
ば
あ
い
は
議
員
の
投
票
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
。
日
明
、
委

員
会
に
お
い
て
は
、
た
と
え
議
員
グ
ル
ー
プ
が
委
員
の
投
票
を
拘
束
す
る

プランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

「
投
票
規
律
」
を
決
定
し
な
く
と
も
、
議
員
総
会
が
法
案
な
ど
に
対
す
る
賛

否
の
態
度
を
決
定
す
れ
ば
、
委
員
の
投
票
は
拘
束
さ
れ
る
。

議
員
の
投
票
に
対
す
る
規
制
の
他
に
も
、
議
員
の
行
動
を
規
制
す
る
規
定

が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約
に
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、
条
文
に
即
し
て
掲
げ
て
み

ト

ι
円ノ。。

法
案
、
決
議
案
、
口
頭
質
問
、
政
治
的
に
重
要
な
書
面
に
よ
る
質
問
、

政
治
的
に
重
要
な
修
正
案
を
国
民
議
会
の
理
事
部
に
上
程
す
る
に
は
政

治
局
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。ゴ

l
リ
ス
ト
政
党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
な
い
議
員
が
出
す
法
案

叉
は
決
議
案
に
署
名
し
て
共
同
提
案
者
に
な
る
に
は
政
治
局
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
議
員
が
個
人
の
資
格
で
議
会
の
討
論
に
お
い
て
発
言
す
る
と
き
は
グ
ル

L 、す 1
0↓フ

f?? の
刷会
上巨
は?

会最
二議
占を
士 す
っる
Z か
工叉
長は

会
約長
のに

予
七 告
条 し
ー な

け
九+れ

父笠
年 ζ
のな

規
約
の
一
七
条
〉

。
議
員
は
グ
ル
ー
プ
内
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
研
究
の
結
果
を
政
治
局

の
同
意
な
し
に
は
公
表
で
き
な
い
。
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
一
人
条
、

一
九
六
八
年
の
規
約
の
一
八
条
)

」
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ゴ

l
p
ス
ト
政
党
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
お
い

て
は
、
議
員
の
自
由
な
行
動
が
許
さ
れ
る
余
地
と
い
う
も
の
は
極
め
て
少
な

い
と
言
え
る
。

議
員
が
こ
れ
ら
の
規
制
を
無
視
す
る
こ
と
は
規
約
違
反
と
な
り
制
裁
が
加

え
ら
れ
る
。
そ
の
手
続
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

付

グ
ル
ー
プ
の
メ

γ
パ
l
の
「
規
約
の
諸
条
項
に
対
す
る
違
反
」
が
あ

っ
た
ば
あ
い
、
会
長
が
関
係
者
を
呼
ん
で
そ
の
意
見
を
聞
き
、
制
裁
が
必
要

な
場
合
に
は
政
治
局
に
付
託
す
る
。
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
六
条
、
一

九
六
八
年
の
規
約
の
一
六
条
)

政
治
局
は
、
関
係
者
の
意
見
を
聞
い
た
後
で
、
制
裁
を
言
い
渡
す
こ

と
が
で
き
る
。
制
裁

r
は
、
的
諮
責
(
円
阻
害
め
-
b
-
u
o丘
円
。
)
、
伸
一
定
期
間
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亡3
の
グ
ル
ー
プ
の
集
会
か
ら
の
排
除
〈
最
長
で
会
期
末
ま
で
て

ω一
定
期
間

の
役
員
の
職
権
(
L
F
5
富山

S
母

B
E宏
伸
〉
の
剥
奪
(
最
長
で
会
期
末
ま



京ヰ

で)、

ω有
期
又
は
永
久
の
除
名
が
あ
る
。
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
七

条

}
九
六
八
年
の
規
約
の
二
七
条
〉

資

有
期
叉
は
永
久
の
除
名
に
対
し
て
は
、
制
裁
を
宣
言
さ
れ
た
議
員
が

一
週
間
以
内
に
不
服
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
不
服
の
申
立

て
に
つ
い
て
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
が
臨
時
の
集
会
を
開
い
て
判
断
を
下
す
。

同〈
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
七
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の
二
七
条
)

さ
て
、
議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
規
制
は
現
実
に

厳
格
に
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
議
員
は
こ
の
よ
う
な
規
制
を
ど

の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
六
三
年
七
月
、
国
民
議

会
議
員
ア
シ
ル
・
プ
ル
テ
ィ
(
〉

n
z
z
o
H
M
m
E
E
)
が
グ
ル
ー
プ
の
会
長
に

宛
て
た
手
紙
は
、
議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
規
制
の
実
態
を
よ
く
示
し
て

い
て
興
味
深
い
。
こ
の
手
紙
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
我
今
の
グ
ル
ー
プ
の
規
約
は
、
投
票
規
律
〈
岳
民

H
1
5ぬ
母

g
R
)
が

発
動
さ
れ
る
べ
き
諸
条
件
を
は
っ
き
り
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
グ
ル

-
プ
に
よ
り
な
さ
れ
た
決
定
が
政
治
局
又
は
他
の
権
力
の
要
求
に
よ
っ
て
安

日
却
に
再
検
討
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
皆
知
っ
て
い
る
。
ま
た
二
次
的

な
重
要
性
し
か
も
た
な
い
修
正
案
を
対
象
と
す
る
(
法
案
の
〉
一
部
分
に
つ

い
て
の
討
論
や
採
決
の
時
、
個
人
的
な
意
見
を
表
明
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず

議
場
の

U
e
N
・
R
l
U
・
D
・
T
の
幹
部
の
友
情
に
充
ち
且
つ
実
質
的
な

激
怒
を
引
き
起
す
こ
と
を
我
々
は
皆
知
っ
て
い
る
。
」

「
ど
ん
な
状
況
の
下
に
お
い
て
も
、
国
民
議
会
議
員
が
、
自
分
自
身
の
考

え
を
も
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
行
動
し
、
且
つ
、
基
本
的
に
技
術
的
次
元

の
問
題
に
関
す
る
ご
く
僅
か
な
討
論
や
妥
協
を
も
拒
否
す
る
の
は
間
違
っ
て

い
る
。
」「

余
り
に
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
、
ド
ゴ

i
ル
将
軍
の
名
で
希
望
が
出
さ
れ
、
あ

る
い
は
、
政
府
の
メ
ン
バ
ー
の
誰
そ
れ
の
名
で
不
満
が
出
さ
れ
る
の
は
残
念

で
あ
る
。
」

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
重
要
な
点
は
次
の
三
点
で
あ
ろ
う
。

ωグ

ル
ー
プ
の
総
会
で
一
度
な
さ
れ
た
決
定
が
、
「
政
治
局
叉
は
他
の
権
力
」
|
|

こ
れ
は
実
質
的
に
大
統
領
な
い
し
政
府
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
|
|
の

要
求
に
よ
っ
て
簡
単
に
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
。

ω二
次
的
な
重
要
性
し
か

も
た
な
い
問
題
に
か
ん
す
る
討
論
の
時
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
資
格
で
発
吾
一
一
同

す
れ
ば
グ
ル
ー
プ
の
幹
部
の
激
怒
を
生
ず
る
こ
と
。
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約

(
一
七
条
)
に
よ
れ
ば
、
議
会
の
討
論
に
お
い
て
議
員
が
個
人
の
資
格
で
発

一
一
目
す
る
と
き
は
、
事
前
に
グ
ル
ー
プ
の
会
長
(
叉
は
彼
が
指
定
す
る
者
〉
と

協
議
す
る
か
叉
は
彼
に
予
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
プ
ル
テ
ィ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
個
人
の
資
格
で
の
発
言

は
、
実
質
的
に
は
全
て
許
さ
れ
て
い
な
い
。

ωド
ゴ
ー
ル
将
軍
や
政
府
の
メ
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ン
パ

i
の
名
で
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
希
望
ぞ
不
満
が
出
さ
れ
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の

自
律
性
が
そ
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
規
制
が
厳
し
す
ぎ
る
こ
と
と
議
員
グ
ル
ー
プ

が
政
府
に
対
す
る
関
係
で
自
律
性
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
、

直
接
的
に
あ
る
い
は
間
接
的
に
、
他
の
議
員
の
口
か
ら
も
聞
か
れ
る
。
例
え

白

ば
、
一
九
六
八
年
一
一
月
初
め
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
ア
ン
リ
・
レ
イ
は

首
相
に
長
い
手
紙
を
送
っ
て
議
員
た
ち
の
政
府
に
対
す
る
不
満
を
伝
え
た
。

ブラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

こ
の
手
紙
に
お
い
て
、
レ
イ
は
「
グ
ル
ー
プ
の
投
票
規
律
に
よ
っ
て
、
法
案

が
グ
ル
ー
プ
の
ほ
と
ん
ど
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
る
と
い
う
慣
行
を
続
け
る

こ
と
は
棄
権
を
奨
励
す
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
言
っ
た
。
ま
た
、
後
に
見
る
よ

う
に
、
一
九
七
一
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
に
お
け
る
「
議
会
活
動
の
組
織

及
び
執
行
府
と
立
法
部
の
関
係
に
関
す
る
分
科
会
の
報
告
」
は
、
議
会
の
復

権
を
は
か
る
た
め
の
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
提
案
の
中
に

は
、
「
個
人
投
票
の
義
務
な
ど
の
規
定
を
現
実
化
す
る
こ
と
」
と
い
う
-
項
目

が
あ
る
。
こ
の
提
案
に
自
分
た
ち
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
現
状
に
対
す
る
批
判

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

議
員
に
対
す
る
制
裁
は
、
現
実
に
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
二
九
六
一
年
一
一
月
に
な
さ
れ
た
レ
イ
モ
ン
・
ド
ロ
ン
ヌ
(
列
ミ
ヨ
O
ロ仏

U
Eロ
日
)
に
対
す
る
除
名
処
分
と
、

一
九
六
九
年
一
一
月
に
な
さ
れ
た
左

派
の
指
導
者
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
に
対
す
る
除
名
処
分
の
二
つ
の
例
を
と
お
し

て
、
議
員
に
対
す
る
制
裁
の
実
態
を
少
し
く
見
て
お
こ
う
。

レ
イ
モ
ン
・
ド
ロ
ン
ヌ
は
、
一
九
六
一
年
一
月
八
日
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に

関
す
る
レ
フ
ェ
レ
シ
ダ
ム
の
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
最
中
の
一
九
六

O
年

一
二
月
一
六
日
、
九
人
の

U
・
N
・
R
議
員
グ
ル
ー
プ
の
議
員
と
と
も
に
、

「
権
力
は
余
り
に
し
ば
し
ば
明
白
に
左
派
的
な
、
反
国
家
的
政
策
を
為
し
て

い
る
」
、
と
す
る
政
府
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
批
判
す
る
声
明
文
に
署
名

し
た
。
政
治
局
は
レ
ブ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
終
る
ま
で
レ
イ
モ
ン
・
ド
ロ
ン
ヌ
に

対
す
る
処
分
を
保
留
し
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
が
行
な
わ
れ
た
後
の
三
月
二
一

日
、
彼
が
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
対
す
る
反
対
運
動
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と

を
考
慮
し
て
「
詰
責
」
の
処
分
に
と
ど
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
レ
イ
モ
ン
・
ド
ロ
ン
ヌ
は
む
し
ろ
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。

彼
は
「
私
の
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
へ
の
忠
誠
は
、
私
が
意
思
表
示
の
自
由
を
保
持

す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
す
る
手
紙
を
議
員
グ
ル
ー
プ
会
長
レ
イ
モ
ン
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ
ン
に
対
し
て
出
し
た
。
彼
は
、
そ
の
後
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

予
算
に
つ
い
て
反
対
哀
を
投
じ
、
サ
ラ
ン

(
F
Fロ
)
修
正
案
に
署
名
し
、
「
フ

ラ
ン
ス
の
粋
の
内
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
解
決
す
る
」
こ
と
を
主
張
す
る

ド
ゴ
!
ル
支
持
者
を
結
集
す
る
目
的
で
、
「
共
和
国
の
統
一
と
擁
護
」
(
己
包
広

2
ω
2
2開
国
円
。
巾
牛
巾
]
白
河
S
E
E
-』
ロ
巾
)
を
創
設
し
自
ら
そ
の
長
と
な
っ
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資

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
一
九
六
一
年
一
一
月
一
二
日
政
治
局
は
彼
の

議
員
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
除
名
を
決
定
し
た
。
党
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
除
名
の
理

由
を
、
「
何
度
か
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

R
・
ド
ロ
ン
ヌ
は
、
書
面
及

び
投
票
に
よ
っ
て
、
組
織
的
に
(
田
万
円
品
目
見

5
5
5
2
H
)
ド
ゴ
ー
ル
の
人
物

及
び
政
策
と
闘
い
つ
づ
け
た
」
と
言
っ
た
。

ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
が
除
名
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
彼
が
『
反
ド
ゴ

l

{団
v

ル
』
(
《
円
、
メ
ロ
己
・
与
問
。
E
Z
m
w
》
)
と
い
う
著
書
を
公
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
著
書
に
は
当
時
の
ポ
ン
ピ
ド
ゥ

l
大
統
領
に
対
す
る
強
い
批
判
が
含
ま
れ

て
い
た
た
め
、
党
内
か
ら
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
に
対
す
る
非
難
が
生
じ
た
。
国

民
議
会
議
員
ユ
ベ

1
ル
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
(
出
口
宮
ユ
の
氏
自
白
山
口
)
は
ル
イ
・

ヴ
ア
ロ
ン
が
『
反
ド
ゴ
ー
ル
』
と
い
う
著
書
を
公
に
し
た
こ
と
を
非
難
し
、

「
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
が
大
統
領
の
職
務
に
つ
い
て
い
る
間
は
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
l

の
権
力
(
E
H
D
H
F
H
F
)

の
行
使
を
害
す
る
よ
う
な
政
治
活
動
は
、
い
か
な
る
も

(
汀
}

の
も
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
し
発
展
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。

同
年
一

O
月
二
八
日
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治
局
は
会
合
を
開
き
、
ル
イ
・

ヴ
ア
ロ
ン
の
言
い
分
を
聞
い
た
上
で
、
メ
ン
バ
ー
の
秘
密
投
票
を
行
な
い
、

{
市
}

全
員
一
致
で
除
名
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
が
不
服

の
申
立
て
を
し
た
。
一
一
月
五
日
、
定
例
の
議
員
総
会
が
関
か
れ
、
総
会
は
・

ル
イ
・
ヴ
ア
ロ
ン
の
弁
明
を
聞
い
た
後
、
賛
成
二
一
七
、
反
対
五
一
、
白
票

一
で
最
終
的
に
彼
の
除
名
を
決
定
し
た
。
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
ら
は
ヴ
ア
ロ
ン

の
除
名
は
理
由
が
な
い
と
主
張
し
て
い
た
が
、
除
名
理
由
の
説
明
は
遂
に
関
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か
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
除
名
が
多
分
に
党
内
の
勢
力
関
係
を
反
映

(
氾
)

ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
議
員
の
議
会
活
動
に
対
す
る
規
制
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な

厳
格
な
規
制
の
存
在
は
、
一
方
で
グ
ル
ー
プ
の
団
結
に
役
立
っ
た
が
他
国
で

議
員
の
本
会
議
等
の
会
議
に
お
け
る
欠
席
を
も
た
ら
し
た
。

(
l
)
E
2
2
〉
〈
ユ
ア

C
-
U・剛山・

2
m
E
L
-
u
z
p
。同
γ

巳同
-
w
-
u
-
U
品・

党
総
務
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
も
、
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。

(
ピ
冨

S
F
N
U
0
2・
S
S
)

(
2
)
口
同
・
同
〉
三
子
。
匂
-
n
-
了
間
V

・
ωJ1
・

(
3〉
]
・
円
υ
r
R
F
F
円
d
・2
・閉山・・

C
H
】・口伊丹・・可

-
E品・

(
4
)
一『・わ
YR-DFHhud-Z-HP・
0
司
・
三
了
間
】

-Em-

(
5
)
F
m
w
y向。ロ門
y
w
-
N仏
回
一
巾
目
見
-

M
甲
町
{
}
・

(

6

)

本
章
に
お
い
て
し
ば
し
ば
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約
を
引
用
す
る

が
、
一
九
六
二
年
二
一
月
四
日
に
成
立
し
た
規
約
は

H
{
u
r
ω
ユ
O
F

F
w
d・2
H
P
-
o
-
v
-
n
F了
間
y

宮町

lug-
に
そ
の
全
文
が
収
め
ら
れ
て
お

り
、
(
こ
れ
が
修
正
さ
れ
て
て
一
九
六
八
年
七
月
九
日
に
成
立
し
た
規

約

は

り

〉

2
H
f
o同Y
2了
間
】
・
吋
0
1
叶
印
・
に
ほ
ぼ
全
文
が
収
め
ら
れ
て

いマ也。



同

ハ
7
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
規
約
の
定
め
方
は
詳
細
か
っ
複
雑
で
あ
る
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
組
織
さ
れ
な
い
討
論
。

g
t
g
g
ロ
D
ロ
D
H
如
何
日
』
弘
田
)
に
お
い

て
、
個
人
の
資
格
で
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
グ
ル
ー
プ
の
会
長
又
は

γ
M
V
ス
タ

ν

会
長
が
指
名
す
る
補
助
者
と
事
前
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組

織
さ
れ
た
討
論

2
2
内
広
一
『
白
門
的
。
門
間
一
白
一
三
弘
前
)
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
グ
片
l
プ
の
会
長
又
は
会
長
が
指
名
す
る
補
幼
者
に
対
し

て
、
希
望
す
る
発
言
時
間
と
扱
う
問
題
と
を
予
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
〈
一
九
六
二
年
の
規
約
の
一
七
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の
一
七

条
)
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(
9
)

こ
の
占
山
に
関
す
る
グ
ル
ー
プ
の
規
約
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
グ
ル
ー
プ
の
メ
ソ
パ
ー
は
こ
の
規
約
の
諸
条
項
を
守
る
こ
と
を
約

束
す
る
。
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
(
又
は
ア
バ
ラ
ン
テ
)
が
こ
の
規
約

の
諸
条
項
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
場
ム
ロ
に
は
、
会
長
は
一
週
間
以
内

に
関
係
者
を
呼
ん
で
そ
の
意
見
を
聞
く
。
会
長
は
彼
を
政
治
局
に
付
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
〈
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
六
条
、
一
九
六
八
年

の
規
約
の
二
六
条
)

(
叩
)

H

b

冨
O
E
O
-
M

ごロニ・

5
8

(
日
)
ピ
宮
o
E
P
N
H
S回
E
g
g
-

(
ロ
〉
ド
。
ロ
向
。
ロ
L
P

い

5
E
U同
M
H
-
M

由、吋一戸・

(パ
μ
)
F
w
h
r
v
ロロ
Amσ

唱。ロ
Z
G
E
O
]「
由
由
]
了

MV
・
ω]「

(
川
口
)
】
・
。
r
R
-
D
F
F
w
d
-
Z
H
W
-
D匂
-
n
F
F
-
同

Y

E

∞・

(
ゆ
)
?
"
〉
ロ
ロ
b
o

司
D
Z
Z
A
E
O
H
由酌
]
f
H
Y
H
臼・

(げ叩
)
F
O
E
-
凹
〈
田
口
D
P
F
u
〉
ロ
江
田
弘
め
の
ω
三
-
0
・
hMLFHHO
ロ
ω
L
E
ω
0
5
f

]戸由酌叩・

(
げ
)
戸
。

ζ
g
p
w
N∞
凸
2
・
5
3・
ル
モ

γ
ド
紙
は
、
同
時
に
、
若
干
の

国
民
議
会
議
員
が
ル
イ
・
グ
ア
ロ
ン
を
議
員
グ
ル
ー
プ
か
ら
除
名
す
る

こ
と
を
考
え
て
い
ゐ
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

(
同
日
〉
政
治
局
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
、
「
ヴ
ア
ロ
ン
が
、
そ
の
著
書
の
公
表
と

抱
い
て
い
た
意
図
(
官
O
H
M
-
6

に
よ
っ
て
、
白
か
ら

U
・
D
・
R
を
離

れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
」
と
言
一
っ
た
だ
け
で
、
除
名
の
理
由
を
言
わ
な

か
っ
た
。
〈

F
o
ζ
S
F
N由
0
2・
5
S・)

〈川口
)

H

h

冨
cロ
ι0・
叶
ロ
D
〈・

5
S

(
却
)
政
治
局
に
よ
る
ヴ
ア
ロ
ン
の
除
名
決
定
の
直
後
、

U
-
D
・
T
は
カ

ピ
タ
ン
ら
が
署
名
し
た
声
明
を
出
し
、
除
名
処
分
を
強
く
非
難
し
た
。

(
ピ
冨
g
F
ω
H
C
2・

s
g・

)

(
幻
)
ヴ
ア
ロ
ン
の
除
名
は
、
一
九
六
九
年
九
月
の

U
・
D
・
T
の
再
建
、

同
年
一

O
月
の
機
関
誌

Z
2
3
列
企
与
口
問
E
O
の
再
刊
な
ど
、
左
派
の

ド
ゴ
ー
ル
支
持
者
の
ポ
ン
ピ
ド
ヮ
l
大
統
領
を
批
判
し
、

U
-
D
-
R

を
離
れ
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
す
る

U
・
D
-
R
多
数
派
の
対
抗
手
段

と
い
う
性
格
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〈
幻
)
グ
ル
ー
プ
の
会
長
が
議
員
に
対
し
て
、
諸
径
の
会
議
〈
本
会
議
、
委

員
会
、
議
員
総
会
，
)
へ
の
出
席
を
要
求
し
た
こ
と
が
何
度
か
あ
る

Q
-

nEユ
D
F
H
h
d
-
Z
・戸・

0
唱

-
i
f
司
・
に

S
。
こ
の
こ
と
は
、
議
員
の

出
席
率
の
悪
さ
を
ボ
す
も
の
で
あ
る
。
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料

第
二
節

議
員
総
会
・
議
員
グ
ル
ー
プ
会
長
・
政
治
局

議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約
に
従
う
と
、
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
議
決
及
び
運
営
の

資

機
関
と
し
て
、
議
員
総
会
、
会
長
、
政
治
局
と
い
う
機
関
を
設
け
、
研
究
機

関
と
し
て
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
を
設
け
て
い
る
。
規
約
に
は
何
ら
ふ
れ
ら
れ

て
い
な
い
が
、
年
に
一
度
か
二
度
全
議
員
が
集
ま
っ
て
関
か
れ
る
議
員
研
究

集
会
も
、
一
つ
の
機
関
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
機
関
の
う

ち
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
と
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
に
譲

り
、
こ
こ
で
は
議
員
総
会
、
会
長
、
政
治
局
に
つ
い
て
順
次
考
察
し
よ
う
。

て
議
員
総
会

ゴ

l
リ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
は
国
民
議
会
の
置
か
れ
た
ブ
ル
ボ
ン
宮
で
最
も
大

き
な
コ
ル
ベ
l
ル
の
問
(
自
己
ぬ
の
o-roHH)
を
与
え
ら
れ
、
こ
こ
を
議
員
総

会
の
会
場
に
し
た
。
議
員
総
会
は
、
国
民
議
会
が
開
か
れ
て
い
る
関
は
、
一

週
間
に
一
度
以
上
定
め
ら
れ
た
日
時
に
閲
か
れ
、
そ
の
他
必
要
な
時
に
は
会

長
の
要
請
に
よ
り
臨
時
に
閃
か
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(
一
九
六
二
年
の

一
九
六
八
年
の
規
約
の
二
二
条
)
。
規
約
は
政
府
に
対
す

規
約
の
}
四
条
、

る
信
任
叉
は
不
信
任
の
投
票
の
時
に
は
必
ず
事
前
に
こ
の
議
員
総
会
が
開
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
一
四
条
、

一
九
六
八
年
の
規
約
の
一
一
一
一
条
)
。

議
員
総
会
の
権
限
に
つ
い
て
規
約
は
「
グ
ル
ー
プ
は
政
治
同
の
提
案
に
基

づ
い
て
、
主
権
的
に
会

E
S
E
R
B
S
C、
政
治
上
の
態
度
を
決
定
し
、

必
要
な
時
に
は
委
員
会
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
の
投
票
を
方
向
づ

け
、
発
議
(
百
在
阻
止
語
)
や
発
言
を
決
定
し
、
発
言
者
を
指
名
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
ご
九
六
二
年
規
約
-
五
条
、
-
九
六
八
年
規
約
-
五
条
河
こ
こ

に一一
E

囚
わ
れ
て
い
る
「
グ
ル
ー
プ
」
は
、
前
条
の
規
定
を
う
け
て
グ
ル
ー
プ
の

議
員
総
会
を
さ
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
規
定
は
グ
ル
ー
プ
の
議
員
総
会
が
グ

ル
ー
プ
の
最
高
決
定
機
関
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

規
定
に
、
「
政
治
局
の
提
案
に
基
づ
い
て
」
と
い
う
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る

点
は
見
逃
せ
な
い
。
グ
ル
ー
プ
の
議
員
総
会
に
関
す
る
内
規
公

Z
Z
E
0
5

5
広
ユ

2
同
)
は
こ
の
制
約
を
よ
り
具
体
的
に
、
「
政
治
局
に
よ
っ
て
審
議
日

程
に
登
載
さ
れ
な
い
問
題
は
、
い
か
な
る
問
題
も
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
討
論

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
局
が
一
人
叉
は
数
人
の
報
告
者
を
指
名
す
る
」

と
定
め
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
政
治
局
に
お
け
る
事
前

の
準
備
が
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
り
、
議
員
総
会
に
お
け
る

}
般
の
議
員
の
役
割
は
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

議
員
総
会
は
ま
た
、
政
治
局
が
な
し
た
議
員
に
対
す
る
制
裁
処
置
の
う

ち
、
除
名
処
分
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
不
服
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
こ

れ
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
ハ
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
六
条
、
一
九
六
八
年

の
規
約
の
二
七
条
)
権
限
も
有
し
て
い
る
。
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二
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長

先
に
党
組
織
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
党
総
務
の
地
位
は
高
く
は
な
い
こ

と
を
見
た
が
(
第
四
章
第
二
節
五
)
、
グ
ル
ー
プ
の
会
長
の
地
位
は
こ
れ
と

は
異
な
り
、
規
約
の
上
で
も
実
際
上
も
極
め
て
高
い
。

会
長
の
高
い
地
位
は
主
と
し
て
二
つ
の
点
に
由
来
す
る
。
一
つ
は
会
長
が

単
独
で
グ
ル
ー
プ
を
指
導
す
る
と
す
る
組
織
の
構
造
で
あ
る
。
規
約
は
「
グ

同

ル
ー
プ
は
五
人
の
副
会
長
及
び
一
六
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
政
治
局
に
よ

っ
て
補
佐
さ
れ
る
(
回
目

mzb)
会
長
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
」
(
一
九
六
二
年

フラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

規
約
三
条
)
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
(
一
九
六
八
年
規
約
三
条
も
ほ
と
ん
ど

同
じ
て

形
の
上
で
も
政
治
局
で
は
な
く
て
会
長
が
議
員
グ
ル
ー
プ
を
指
導

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
会
長
の
地
位
の
高
さ
は
、
第
二
に
、
そ
の
選
出

方
法
に
由
来
す
る
。
会
長
は
グ
ル
ー
プ
の
議
員
総
会
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
と

規
定
さ
れ
て
お
り
(
一
九
六
二
年
規
約
三
条
〉
、
具
体
的
に
は
後
述
す
る
よ

う
に
、
全
議
員
の
秘
密
投
票
で
選
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
議
員
の
総
意

に
よ
っ
て
会
長
を
選
出
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
会
長
の

地
位
を
高
め
る
の
に
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

会
長
は
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
る
。

ハ
門
会
長
は
議
会
の
内
外
で
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る
。
規
約
は
、
「
議
会

活
動
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
、
且
つ
、
全
て
の
対
外
関
係
に
お
い
て
グ

ル
ー
プ
を
代
表
す
る
」
(
一
九
六
二
年
規
約
四
条
二
九
六
八
年
規
約
四
条
)

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
具
体
的
に
は
、
一
方
で
大
統
領
、
政
府
及

び
他
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
会
長
が
グ
ル
ー
プ
を
代
表
し
て
そ
の
意
見

を
伝
え
、
他
方
で
大
統
領
や
政
府
の
意
思
は
会
長
を
と
お
し
て
グ
ル
ー
プ
に

伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

。
会
長
の
第
二
の
権
限
は
グ
ル
ー
プ
の
規
律
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ

る
。
規
約
は
「
会
長
は
グ
ル
ー
プ
の
規
約
の
尊
重
と
内
外
の
規
律
を
確
保
す

る
」
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
四
条
二
九
六
八
年
の
規
約
の
四
条
)
と
規
定

し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
規
約
を
遵
守
し

て
い
な
い
と
判
断
し
た
ば
あ
い
関
係
者
を
呼
ん
で
意
見
を
聞
い
た
上
で
、
政

治
局
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
五
条
、
一
九

六
八
年
の
規
約
の
二
六
条
)
。

同
会
長
は
五
人
の
副
会
長
の
中
か
ら
会
長
代
理
の
副
会
長
(
三
円
守

円
高
宮
町
守
口
同

t-b開
己
恥
)
を
任
命
し
、
ま
た
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
か
ら

若
干
の
補
佐
人
公

mmEEZ)
を
指
命
す
る
。
会
長
代
理
の
副
会
長
及
び
補

佐
人
は
会
長
に
対
し
て
だ
け
責
任
を
負
い
、
彼
ら
の
行
為
に
つ
い
て
は
会
長

が
責
任
を
負
う
つ
九
六
二
年
の
規
約
の
四
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の
五

条
)
と
し
て
い
る
点
も
会
長
の
地
位
が
高
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

Q

伺

会
長
は
、
ま
た
、
臨
時
の
グ
ル
ー
プ
の
議
員
総
会
を
召
集
し
〈
一
九
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料

六
二
年
の
規
約
の
一
四
条
二
九
六
八
年
の
規
約
の
一
三
条
)
、
議
決
権
を
有

す
る
者
と
し
て
政
治
局
の
会
議
に
参
加
し
(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
九
条
及

資

び
七
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の
九
条
)
、
且
つ
こ
の
会
議
を
司
会
す
る
(
一

九
六
二
年
の
規
約
の
九
条
〉
。

伺

グ
ル
ー
プ
の
議
員
総
会
、
政
治
局
の
会
議
を
開
く
こ
と
の
出
来
な
い

程
緊
急
を
要
す
る
ば
あ
い
に
は
、
会
長
が
単
独
に
「
緊
急
の
決
定
」
を
な
す

(
一
九
六
二
年
の
規
約
四
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
四
条
)
。

議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
は
、
規
約
に
よ
れ
ば
、
毎
年
の
最
初
の
会
期
の
開

始
の
前
に
、
グ
ル
ー
プ
の
総
会
に
お
い
て
選
挙
で
選
ば
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
個
人
の
秘
密
の
投
票
を
行
な
い
、
投
票
数
の
過
半
数
を
得
た
者
が
選
出

さ
れ
る
。
こ
の
会
長
選
挙
の
方
法
は
、
形
式
的
に
は
極
め
て
民
主
的
だ
と
言

え
る
。
し
か
し
、
実
際
の
選
出
過
程
を
見
る
と
事
情
は
そ
れ
程
単
純
で
は
な

ぃ
。
初
代
の
会
長
を
選
ぶ
選
挙
(
一
九
五
八
年
一
一
一
月
九
日
)
、

第
二
代
の

会
長
を
選
ぶ
選
挙
(
一
九
五
九
年
一
月
一
四
日
)
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の

場
合
も
党
の
中
央
委
員
会
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
に
示
さ
れ
た
唯
一
の
候
補
者

が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
年
四
月
、
第
三
代
目
の
会
長
を
選
ぶ
選
挙

の
時
に
は
四
人
の
議
員
が
立
候
補
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
そ
の
中
の
一
人
ル

イ
・
テ
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
い
わ
ゆ
る
「
公
認
の
」

(
0
目
立
丘
)
候
補
者
で
あ
っ

た
。
公
認
の
候
補
者
と
は
大
統
領
及
び
首
相
の
意
に
か
な
う
人
に
他
な
ら
な

ぃ
。
一
九
五
九
年
四
月
の
時
に
は
結
局
、
テ
ル
ノ
ワ
ー
ル
が
決
選
投
票
で
一

二
四
百
一
間
対
七
二
票
で
対
立
候
補
を
破
っ
た
。
一
九
六

O
年
三
月
八
日
の
選
挙

の
時
に
は
「
公
認
の
」
候
補
者
ヴ
ア
ラ
ブ
レ
l
グ
(
〉
ロ
品
広
〈
巳
ω宮
北

E)

が
破
れ
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
っ
た
。
こ
の
度
の
選
挙
に
は
、
ヴ
ア
ラ

プ
レ
l
グ
の
他
レ
イ
モ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ
ン
ら
四
人
が
立
候
補
し
た
。
第

-
回
選
挙
で
は
ヴ
ア
ラ
プ
レ
l
グ
が
六
二
票
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ
ン
が
五
四
票

の
得
票
で
あ
っ
た
が
、
決
選
投
票
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ

γ
九
八
索
、
ヴ
ア
ラ
ブ

(
9
}
 

レ
l
グ
七
八
票
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ
ン
が
会
長
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
結
果

は
、
多
く
の
議
員
の
大
統
領
や
政
府
に
対
す
る
不
満
の
存
在
を
示
す
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長

は
究
極
的
に
は
議
員
た
ち
が
主
体
的
に
選
出
し
う
る
こ
と
を
も
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
一
九
六
三
年
四
月
に
は
、
前
首
相
の
ド
プ
レ
を
議
員
グ
ル
ー
プ
の

会
長
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
の
政
府
に
対
す
る
立
場
を
強
く
し

ょ
う
と
の
意
図
か
ら
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
総
会
は
四
月
三

O
日
に
予
定
し
て

い
た
会
長
選
挙
を
、
ド
プ
レ
が
選
出
さ
れ
る
は
ず
の
五
月
五
日
の
国
民
議
会

議
員
の
補
欠
選
挙
の
日
以
降
に
延
期
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
ド
プ
レ
自
身
が

会
長
に
な
る
こ
と
を
拒
ん
だ
た
め
、
こ
の
動
き
は
突
を
結
ば
な
か
っ
た
。
結

局
、
一
九
六
三
年
五
月
に
会
長
選
挙
が
行
な
わ
れ
、
「
公
認
の
」
候
補
者
で

あ
り
、
唯
一
人
の
候
補
者
で
あ
っ
た
ア

γ
り
・
レ
イ
が
第
一
回
選
挙
で
二
ハ
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五
票
と
い
う
圧
倒
的
多
数
の
票
を
集
め
会
長
に
選
出
さ
れ
た
。
ア

γ
リ

-
v

イ
は
翌
一
九
六
四
年
四
月
に
投
票
者
の
全
員
一
致
で
再
選
さ
恥
)
そ
の
後
長

い
閉
会
長
ポ
ス
ト
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
「
公
認
の
」
候
補
者

伺

一
九
六
八
年
一
一
月
に
会
長
の
立
場
で
首
相
に
出
し
た
手
紙

に
は
厳
し
い
政
府
批
判
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
政
府
の
意
向
に
無
批
判

に
従
う
人
物
で
は
な
い
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
・
レ
イ
の
よ
う

な
人
物
が
何
度
も
会
長
に
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
会
長
の
ポ
ス
ト
が
大

で
あ
っ
た
が

ブラシス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

統
領
や
首
相
の
支
持
と
と
も
に
、
議
員
た
ち
の
支
持
を
も
必
要
と
す
る
ポ
ス

ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

一
二
、
政
治
局

会
長
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
政
治
局

(
F
E
5
2
司

C
E
E己
め
)
が
置

か
れ
る
。
政
治
局
は
五
人
の
副
会
長
と
グ
ル
ー
プ
が
選
出
す
る
固
有
の
政
治

局
の
メ
ン
バ
ー
と
法
定
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
も
)

政
治
局
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
副
会
長
が
大
き
な
権
限
を
も
っ
て
い
る
。

九
六
二
年
の
規
約
は
副
会
長
は
議
員
総
会
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
し
た

(
三
条
)
が
、
一
九
六
八
年
の
規
約
は
副
会
長
選
出
に
関
す
る
規
定
を
置
い

て
お
ら
ず
、
現
実
に
ば
政
治
局
で
選
出
さ
れ
る
。
会
長
は
五
人
の
副
会
長
の

-
人
を
会
長
代
理
副
会
長

(
g
i
n
0・MM
み
ω
日
常
豆
島
b
志
向
忌
)
に
任
命
す
る

(
一
九
六
二
年
規
約
四
条
、

一
九
六
八
年
規
約
五
条
)
。
こ
の
会
長
代
理
副
会

長
の
任
務
は
「
事
務
レ
ベ
ル
に
お
い
て
(
印

5
F
1
2
邑
自
g
E
E丘町)、

グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
且
つ
指
導
す
る
」
(
一
九
六
二
年
規
約
四
条
、
一
九
六
八

年
規
約
五
条
〉
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
任
務
の
実
態
は
、

と
一
九
七

O
年
頃
と
で
は
異
な
る
。

一
九
六
二
年
頃

一
九
六
二
年
二
一
月
の
回
状
に
よ
れ
ば
、
会
長
代
理
副
会
長
は
、
山
書
記

局
を
組
織
し
指
導
す
る
こ
と
、

ω応
対
の
仕
事
(
印
2
i
n昂
円

2
2
2
-
)
を

組
織
し
指
導
す
る
こ
と
、
倒
立
法
局
(
回
0
3
F
8
広
m-mr丘
町
)
を
組
織
し
指

導
す
る
こ
と
、
凶
参
考
資
料
の
蒐
集
(
仏
c
n
c
B
E
S
E
-ロ
)
の
任
務
を
負
う

こ
と
と
さ
れ
た
。

J
・
シ
ャ
ル
戸
に
よ
れ
ば
、
一
九
七

O
年
頃
に
は
、
会
長

代
理
副
会
長
は
、
「
グ
ル
ー
プ
の
組
織
と
管
理
を
監
視
し
、
政
府
法
案
及
び

議
員
法
案
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
口
頭
叉
は
書
面
の
質
問
、
社
会
日
職

業
団
体
か
ら
出
さ
れ
た
要
求
、
こ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
政
治
局
の
決
定
を

準
備
す
る
」
と
い
う
任
務
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
会
長
代
理
副
会
長
の
権

限
は
よ
り
実
質
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
九
七

O
年
頃
の
時
点
で
は
、
会
長
は
他
の
四
人
の
副
会
長
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
、
ハ
付
グ
ル
ー
プ
の
会
計
の
監
査
及
び
各
省
と
の
連
絡
、
同
委
員
会
、

同
「
議
会
行
動
委
員
会
」
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
〉
、
帥
専
門
研
究
グ
ル
ー

プ
の
担
当
者
に
指
名
し
て
い
る
。

グ
ル
ー
プ
出
身
の
、
国
民
議
会
の
主
要
な
役
職
者
で
あ
る
国
民
議
会
の
議
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手ヰ

長
、
副
議
長
、
財
務
官
、
常
任
委
員
会
の
委
員
長
、
予
算
の
総
括
報
告
者
、

常
任
委
員
会
の
委
員
長
が
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
な
い
場
合
は
そ
の
副
委

資

員
長
が

一
九
六
二
年
の
規
約
に
よ
っ
て
も
一
九
六
八
年
の
規
約
に
よ
っ
て

も
、
法
定
メ
ソ
パ
!
と
さ
れ
る
。

一
九
六
八
年
の
規
約
で
は
、
こ
れ
に
加
え

て
、
党
総
務
(
党
総
務
が
国
会
議
員
で
あ
る
場
合
だ
け
て
欧
州
議
会
に
お

け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
主
連
合
グ
ル
ー
プ

(C-
ロ
開
・
)
の
会
長
が
法
定
メ
ン

ハ
ー
に
さ
れ
て
い
る
。

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
の
選
出
方
法
に
か
ん
し
て

一
九
六
八
年
の
規
約
は
や
や
奇
妙
に
も
思
わ
れ
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

「
経
済
上
及
び
地
理
上
の
地
域
の
公
正
な
代
表
を
尊
重
す
る
た
め
に
」
、
二
七

人
の
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
一
二
人
は
地
域
別
に
選
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
た
(
二
四
条
)

0

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は
一
九
六
二
年
の
規
約
で
は

一
九
六
八
年
の
規
約
は
こ
の
点
全
く
言
及

し
て
い
な
い
。
一
九
七
一
年
四
月
時
点
に
お
い
て
は
、
選
出
さ
れ
た
メ
ン
バ

{
剖
)

ー
は
三
三
人
、
法
定
メ
ン
バ
ー
は
二
五
人
と
な
っ
て
い
る
。

一
六
人
と
明
示
さ
れ
て
い
た
が
、

政
治
局
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
中
で
大
変
大
矢
な
権
限
そ
有
し
て
い
る
。
規

約
に
即
し
て
掲
げ
る
と
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

付

修
正
お
を
作
成
す
る
目
的
で
行
う
、
政
治
的
問
題
の
検
討
。

ω 
国
民
議
会
の
役
職
へ
の
候
補
者
、
国
民
議
会
の
委
員
会
へ
の
グ
ル
ー

プ
の
代
表
者
な
ど
の
名
簿
の
作
成
。

同

グ
ル
ー
プ
の
総
会
を
開
く
余
裕
の
な
い
程
緊
急
を
要
す
る
時
、
緊
急

の
決
定
を
行
な
う
こ
と
。
ハ
以
上
の
三
項
目
は
、

い
ず
れ
も
一
九
六
二

年
の
規
約
の
六
条
、

一
九
六
八
年
の
規
約
の
七
条
〉

制

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
議
員
提
出
法
案
、
口
頭
質
問
、
書
簡
に
よ

る
質
問
な
ど
を
国
民
議
会
理
事
部
に
提
出
す
る
こ
と
を
許
す
か
否
か
の

決
定
。
こ
九
六
二
年
の
規
約
の
一
七
条
、

一
九
六
八
年
の
規
約
の

七
条
)

同

専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
を
監
督
す
る
こ
と
。
具
体
的
に
は
、
研
究
の
結

果
に
つ
い
て
定
問
的
に
報
告
を
受
け
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
が
研
究
結

果
を
発
表
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
な
ど
。

(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
一
八
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の
一
八
条
〉

t~ 

規
律
維
持
の
権
限
の
行
使
。
具
体
的
に
は
、
政
治
局
は
会
長
か
ら
の

付
託
を
受
け
て
、
関
係
者
の
意
見
を
開
い
た
後
で
懲
罰
を
宣
告
す
る
。

(
一
九
六
二
年
の
規
約
の
二
五
条
及
び
二
六
条
、
一
九
六
八
年
の
規
約
の

二
六
条
及
び
二
七
条
)

政
治
局
の
討
論
は
議
会
対
策
担
当
の
国
務
次
官
が
参
加
し
て
閲
か
れ
る
の

が
常
で
、
彼
は
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
は
「
政
府
の
代
表
」
で
あ
り
、
政
府
に
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(
悶
}

対
し
て
は
「
グ
ル
ー
プ
の
代
弁
者
」
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

t会

(
1
〉
こ
の
「
政
治
局
の
提
案
に
基
づ
い
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
六
二
年

一
一
一
月
の
規
約
改
正
の
時
に
付
加
さ
れ
た

o
C・
(UFmwユ
2
-
F
w
d・2
・戸・

0
匂
町
民
・
・
匂
-
M
m
H
)

(
2
)
】・

(
U
7
2
-
2・
円
C
・2
・
m・4
D唱・

2
了
間
M
H
E
-

(
3
)
い『・。月岡田ユ
O
H
・
F
w
d・2
・
列
ニ
。
司
-
n
-
f
-
Y
E
A凶

(

4

)

こ
の
会
長
代
理
の
副
会
長
は
「
事
務

ν
ベ
ル
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ

を
組
織
し
指
導
す
る
」
(
一
九
六
二
年
規
約
の
四
条
、
一
九
六
八
年
の
規

約
の
五
条
)
と
い
う
任
務
が
与
え
ら
れ
る
。
補
佐
人
の
任
務
に
つ
い
て

は
一
九
六
二
年
の
規
約
は
何
ら
定
め
て
お
ら
ず
、
一
九
六
八
年
の
規
約

は
「
グ
ル
ー
プ
の
働
き
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
会
長
が
考
え
る
全
て

の
個
別
的
職
務

(
B
E
g
g
U
1
0ロ
官
三
百
三
F
P
B
)
」
(
五
条
〉
と
規
定

し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
補
佐
人
の
職
務
は
明
確
な
も
の
と
は
い

え
な
い
。

ブラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

(
5
)

一
九
六
二
年
の
規
約
の
一
一
一
条
。
一
九
六
八
年
の
規
約
は
会
長
選
出
に

か
ん
す
る
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。

(
6
)
ん「・わ町内ロ
-
c
p
h
w
d
z・凶作・。匂
-
n
-
f
-
v・
N
G
∞

(

7

)

即
ち
初
代
の
会
長
の
選
挙
に
お
い
て
は
レ
イ
モ

γ
・
ト
リ
ブ
レ
が
、

第
二
代
日
の
会
長
の
選
挙
に
お
い
て
は
モ
l
リ
ス
・
ベ
イ
ル
ウ
(
豆

2
・

ユ
ロ
四
回

a
g
E
)
が
、
中
央
委
員
会
に
よ
っ
て
会
長
候
補
者
に
指
名
さ

れ
、
そ
の
ま
ま
選
出
さ
れ
た
。
】
ハ
UY田ユ
C
H
-
F・c-Z-m--CMV・
門
戸
了

司・

NUH
・

(
8〉
一
九
六

O
年
三
月
一

O
日
付
ル
モ
ン
ド
紙
は
、
「
公
認
の
候
補
者
」

を
「
党
の
指
導
部
及
び
首
相
官
邸
の
お
気
に
入
り

(
r
r〈
C
ロ
)
」
と
い

う
言
い
方
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

J
・
γ
ャ
ル
ロ
は
「
良
い

候
補
者
の
名
前
|
|
つ
ま
り
、
公
認
の
候
補
者
の
名
前
の
意
、
筆
者
註

ー
ー
は
常
に
エ
リ
セ
宮
、
マ
テ
ィ
ユ
ヨ
ン
、
議
長
公
邸
、
そ
し
て
恐
ら

く
内
務
者
か
ら
さ
さ
や
か
れ
る
(
田
c
c
g
b
)
の
で
あ
っ
て
、
リ
ル
通
り

1
l党
本
部
、
筆
者
註
ー
ー
か
ら
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
己
・

(
u
r
2
-
o
F
円

C-Z-m.，
D-u-n-F-
司
・
目
。
)
い
ず
れ
の
見
方
が
正
し
い

か
、
今
の
筆
者
に
は
判
断
を
下
す
に
足
る
資
料
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
の
で
、
今
後
の
研
究
に
待
ち
た
い
。

(
9
)
F
o
p向。ロ仏
0
・
H

O

B
同

2
5
8・

(
叩
)
ル
モ
ン
ド
紙
は
、
ヴ
ア
ラ
ブ
レ
l
グ
の
敗
北
は
「
陣
笠
議
員
の
不
機

嫌
の
し
る
し
と
解
釈
さ
れ
た
」
と
記
し
た
。

(
F
o
ζ
o
D【

F

E
自
由
円
印

戸市
V
由
。
)

(日
)
H
h
y向。ロ

F
日∞
l
N由

P
2・
5
8・

(ロ
)
H
h
o

ロ
向
。
口
弘

P
同
∞
自
民
同
山
VAU-

(
日
)
円
、
叩
冨
c
E
P
坦
同
三
-
巴
宏
-

(
川
円
)
一
九
六
八
年
一
一
月
初
め
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
ア
ン
リ
・
レ
イ
は

首
相
に
対
し
て
長
い
手
紙
を
送
り
議
員
た
ち
の
政
局
に
対
す
る
不
満
を

伝
え
た
。
ル
モ
ン
ド
紙
に
よ
る
と
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
相
当
に
厳
し
い
政
府
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ア
γ
リ
・

v
イ
は
先
ず

U
-
D
-
R
の
国
民
議
会
議
員
た
ち
は
法
律

の
精
神
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
基
本
的
に
重
要
な
法
文
を
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料

適
用
す
る
デ
タ
V

の
研
究
に
寵
接
に
関
与
し
た
い
と
い
う
意
思
を
既
に

表
わ
し
て
い
た
が
、
政
府
が
こ
の
点
に
つ
い
て
の
心
配
を
考
慮
し
な
か

っ
た
の
は
残
念
だ
と
し
た
。

つ
い
で
V

イ
は
行
政
部
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
、
中
央
官
庁
の
地
方

サ
ー
ビ
ス
機
関

(
ω
0
3
I
2
Z
S
E
n
)
が
議
員
に
対
す
る
事
前
の
相
談

な
し
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
ま
た
レ
イ
は
、

U
・
D
-
R

の
国
民
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
お
い
て
と
ら
れ
る
重
要
な
行
政
手
段
に

つ
い
て
は
、

U
・
D
-
R
の
議
員
に
栢
談
す
べ
き
で
あ
り
且
つ
議
員
た

ち
の
正
当
な
願
い
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
要
求
を
出
す
こ
と

を
委
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
レ
イ
は
議
員
た
ち
は
そ

の
提
案
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
彼
は
適
切
な
要
求
が

U
・
D
-
R
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
た

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
改
革
法
案
に
対
す
る
重
要
な
修
正
は
ど
ん

な
も
の
も
政
府
に
よ
っ
て
同
意
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
た
。
レ

イ
は
ま
た
グ
ル
ー
プ
の
投
票
規
律
に
よ
っ
て
法
案
が
グ
ル
ー
プ
の
ほ
と

ん
ど
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
る
と
い
う
慣
行
を
続
け
る
こ
と
は
棄
権
を

奨
励
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
言
っ
た
。

(
F
o
Z
D
ロ仏
P

N

H

ロ
C
ぐ・

5
E
)

ハ
日
)
-
九
六
八
年
の
規
約
は
政
治
局
は
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
と
法
定
メ

ン
パ
ー
か
ら
な
る
(
一
一
一
条
)
と
し
、
国
民
議
会
の
議
長
、
副
議
長
、
財

務
官
、
常
任
委
員
会
の
委
員
長
、
予
算
の
総
括
報
告
者
、
常
任
委
員
会

の
委
員
長
が
グ
ル
ー
プ
の
メ

γ
パ
l
で
な
い
場
合
は
そ
の
副
委
員
長
、

党
総
務
が
国
会
議
員
で
あ
る
時
に
は
党
総
務
、
欧
州
議
会
(
〉
∞

8
B
a

r
-
b
g
⑦
ロ
円
。
司
品
。
ロ
ロ
g
)

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
主
連
合
グ
ル
ー
プ

資

(
m
s
c
u何
回
品
。
守
口
三
O
ロ
仏
b
g
o
n
g
Z
A
E
O
ぬ
ロ
円
。
司
合
ロ
ロ
O
H
C
-
U・
同
)

の
会
長
が
政
治
局
の
法
定
メ
ン
バ
ー
に
な
る
と
し
て
い
る
〈
九
条
〉
o

-
九
六
二
年
の
規
約
で
は
法
定
メ
ン
バ
ー
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
が
、
国
民
議
会
の
議
長
、
副
議
長
、
財
務
官
、
常
任
委
員
会
の

委
員
長
、
予
算
の
総
括
報
告
者
、
常
任
委
員
会
の
委
員
長
が
グ
ル
ー
プ

に
所
属
し
て
い
な
い
場
合
に
は
副
委
員
長
が
「
票
決
権
を
も
っ
て
政
治

局
の
仕
事
に
参
加
す
る
」

6
2丘
三
宮

2
2
H
可
忠
告
阿
仏
ロ
ゲ
ロ

5
2

同

Mo--t』

5

2一

R
〈
。
宗
門
広
三
)
合
同
t
z
)
(
九
条
)
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
一
九
六
二
年
の
規
約
の
下
で
政
治
局
の
討
論
に
参
加
す
る
者
の
範

囲
は
一
九
六
八
年
の
規
約
の
下
の
政
治
局
の
法
定
メ
ン
バ
ー
と
ほ
と
ん

ど
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
一
九
六
二
年
の
規
約
の
下
に
お
い
て

も
、
こ
れ
ら
の
「
票
決
権
を
も
っ
て
政
治
局
の
仕
事
に
参
加
」
し
て
い

た
者
は
、
実
質
的
に
は
法
定
メ

γ
パ
ー
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

(vm)
し『・

(U}
阿国ユ
OH
・
F
O
目

vyh山口
O
B
Pロ
o
m
E
M
-
-
一ω円。.。七・

2
f
司
-
H
N∞・

(
げ
)
』
・

(urm
ユc
y
F
w
d
-
Z
-
H
N
・
・
。
回
以
・
己
了
間
】
・
]
戸
斗
由

(
川
ゆ
)
]
・
円
U
Y
R
-
2・
H
K
O
H
u
r
t
E
C
S
Pロ
o
m
E
-
-
F
a
m
・
0
℃
・
巳
了
間
M
-
H
N∞・

ジ
ヤ
ン
・

γ
ャ
ル
ロ
、
野
地
訳
『
保
守
支
配
の
構
造
』
(
前
掲
ご
四
四

頁。

(川口)一『・

(
u
r
R
-
o
p
F
O
勺

rh山口
O
B
Pロ
ommWE--F田
R
-
o
-
u・口
X
-
同

V-HN
∞i

H
N
申
ジ
ャ
ン
・

γ
ャ
ル
戸
、
野
地
訳
『
保
守
支
配
の
構
造
』
(
前
掲
〉

一
四
四

i
一
四
五
真
。

(
羽
)
具
体
的
に
は
、
レ
ジ
オ
ン
を
、
コ
一

O
以
上
の
選
挙
区
を
含
ん
で
い
る

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
け
、
三

O
以
上
の
選
挙
区
を
含
ん
で
い
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る
レ
ジ
オ

γ
に
は
二
議
席
、
三

O
未
満
の
選
挙
区
し
か
有
し
な
い
レ
ジ

オ
ソ
に
は
一
議
席
を
割
り
当
て
、

ν
ジ
オ
ゾ
内
で
選
ば
せ
る
。

(
幻
〉
阿
川
・
〉
〈
円
F
Y
O
司・

n
F
了
間
v
・叶一凶・

(辺)ト『・

(
U
F
R
-
O
F
F
・
cz-m--
。
司
・
口
広
・
・
司
-
H
4
∞・

第
三
節

2P専
函 r~

2琵
己守;-;

37 
p.. ノレ

!l' 
o..フ。
ω 
tρ 

1 
n 
回 T

'" 問、(

AEZ 
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U
-
N
-
R
議
員
グ
ル
ー
プ
が
結
成
さ
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
、
議
会

の
常
任
委
員
会
に
対
応
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
を
議
員
グ
ル
ー
プ
の
内
部
に
設

け
る
と
い
う
構
想
が
生
れ
た
。

一
九
五
八
年
一
二
月
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
集

会
に
お
い
て
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
レ
イ
モ
ン
・
ト
リ
プ
レ
(
河
内
々

E
Cロ与

吋
ロ
σ
c
E
-
2
)
は

「
議
会
の
六
つ
の
大
常
任
委
員
会
に
出
来
る
だ
け
対
応
す

る
」
「
六
つ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
(
四

B
E司
2
仏
O

可
2
3
3
を
つ
く
り
、
そ
の

中
に
国
会
議
員
が
そ
の
専
門
性
(
阻
志
口

E
E
ω
)
に
従
い
配
分
さ
れ
る
」
よ

う
な
体
制
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
の
構
想
を
公
に
し
た
。
翌
一
九
五
九
年
一
月

に
な
っ
て
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
実
際
の
活
動
を
開
始
し
た
。
研
究
グ
ル
l

プ
は
、
最
初
は
そ
の
事
務
局
を
国
民
議
会
内
に
お
い
て
い
た
が

一
九
五
九

年
に
事
務
局
を
党
本
部
の
事
務
局
に
お
く
よ
う
に
な
り
、
党
総
務
の
支
配
下

に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
五
九
年
二
月
に
新
た
に
党
総
務
に
な
っ

た
ア
ル
パ

γ
・
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
(
〉
5
5
(
U
E
E
H丘
2
】
)
は
「
広
〈
外
部
に

開
か
れ
た
討
論
集
会

(no--25)
と
円
卓
会
議

(
g
z。
E
ロ
母
〉
」
で
の
話

し
合
い
に
よ
っ
て
議
会
外
の
人
々
の
意
見
を
開
く
こ
と
を
重
視
し
、
研
究
グ

ル
ー
プ
を
軽
視
し
た
。
こ
の
た
め
ア
ル
バ

γ
・
シ
ャ
ラ

γ
ド

γ
が
党
総
務
で

あ
っ
た
時
代
三
九
五
九
年
一
一
月
ま
で
)
、

農
業
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
を

除
く
全
て
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
極
め
て
不
活
発
で
あ
っ
た
。

一
九
六
。

年
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
シ
ャ
l
ル
(
』
目

2
5町
田
口

E
E
)
が
党
総
務
の
時
、

研
究
グ
ル
ー
プ
の
事
務
局
は
党
本
部
か
ら
国
民
議
会
の
あ
る
ブ
ル
ボ
ン
宮
に

反
さ
れ
た
。
研
究
グ
ル
ー
プ
の
地
位
が
確
立
す
る
の
は
一
九
六
二
年
(
一
一

月
の
議
会
選
挙
後
〉
に
始
ま
る
第
二
立
法
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
一
二
月
四
日
に
成
立
し
た
国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
規
約
一

八
条
は
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
議
会
活
動
の
各
々
の
部
門

(
8
2
5
P
C
の
た
め
に
、
こ
の
部
門
に
属
す

る
諸
問
題
を
、
党
の
権
限
あ
る
機
関
と
連
絡
し
な
が
ら
検
討
す
る
任
務
を
も

つ
常
設
研
究
グ
ル
ー
プ

(
E
m
E
C宮
内
可
含

E
E
官

HBggH)
が
設
け
ら

れ
る
。
各
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
関
係
す
る
(
議
会
の
)
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

に
加
え
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
を
望
む
U
-
N
-
R
グ
ル
ー
プ
所

属
の
メ
ン
バ
ー
を
含
む
c

研
究
グ
ル
ー
プ
の
数
と
権
限
に
つ
い
て
は
政
治
局

が
定
め
る
。
各
研
究
グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
は
、
政
治
局
と
研
究
グ
ル
ー
プ
の

北法30(4・203)885



I
r
 

也
小

メ
ン
バ
ー
と
の
協
議
を
経
て
、
政
治
局
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
。
研
究
グ
ル

-
プ
の
研
究
の
結
果
は
定
期
的
に
政
治
局
に
提
出
さ
れ
る
。
研
究
グ
ル
ー
プ

Ist 

の
研
究
の
結
果
は
政
治
局
の
同
意
な
し
に
は
決
し
て
公
表
さ
れ
て
は
な
ら
な

い」。専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
権
能
は
政
治
局
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
研
究

の
結
果
は
政
治
局
に
提
出
さ
れ
、
政
治
局
の
同
意
な
し
に
研
究
の
結
果
を
発

表
し
え
ま
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
政
治
局
の
下
部

機
構
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ハ
一
九
六
八
年
七
月
一
九

自
に
定
め
ら
れ
た

U
・
D
・
R
国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
規
約
に
よ
る
専
門

研
究
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
定
め
も
右
と
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。
)

こ
の
規
定
を
う
け
て
、

一
九
六
三
年
一
月
四
日
の
通
牒
(
口
町

2
F
P
E
)

は
七
つ
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
を
設
け
、
そ
の
下
に
二
一
の
小
グ
ル
ー
プ

(ω
。
5
・m
g
z官
ω)
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
七
つ
の
専
門
研
究
グ
ル
l

プ
は
、
付
対
外
問
題
(
〉
町
内
己
目
ω
O
H
広
ユ
2
2
ω
)
、
同
農
業
、
国
経
済
及
び

財
政
問
題
、
帥
社
会
問
題
、

伺
行
政
改
革
、
付
地
域
整
備

(〉

B
bロ
岱
問
中

ヨ
ぬ
口
同
仏
巳
広
門
ユ
件
。
町
内
)
、
帥
公
衆
衛
生
及
び
住
民

(ωmab
宮
Z
5
5
2

宮司
E
g
z
oロ
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の

下
に
二
一
の
小
グ
ル
ー
プ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
三
年
七
月
九
日

の
通
牒
は
小
グ
ル
ー
プ
の
数
を
一
五
に
減
ら
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
た
専
門

研
究
グ
ル
ー
プ
の
構
成
を
国
民
議
会
の
常
任
委
H
H
会
と
対
応
さ
せ
て
み
る
と

北法30(4・204)886

別
表
の
通
り
に
な
る
。
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同

(
「
憲
法
、
立
法
、
共
和
国
の

一
般
行
政
に
関
す
る
委
員
会
」

に
対
応
す
る
専
門
研
究
グ
ル
ー

プ
は
な
い
〉

四
、
公
衆
衛
生
及
び
住
民

(
常
任
委
員
会
に
対
応
し
て
い
な
い
〉

(
一
九
六
三
年
一
月
四
日
の

通
牒
で
定
め
ら
れ
、
同
年
七
月

九
日
の
通
牒
に
よ
っ
て
部
分

的
に
修
正
さ
れ
た
も
の
。
?

の
『
釦
ユ
c
p
F
w
d・
2
・
悶

--c-v-

i
了間以・

5
叶
'
に
よ
る
)

プラソス第五共和制下のゴーロスト政党の構造と特質

専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
、

九
日
の
通
牒
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

一
九
六
三
年
七
月

「
一
、
各
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
権
限
に
印
刷
す
る
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
。

二
、
時
に
は
議
員
提
出
法
案
の
草
案
を
作
成
し
、
あ
る
い
は

U
-
N
-
R

U
-
D
-
T
グ
ル
ー
プ
の
議
員
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
る
議
員
提
出
法
案

ス
タ

ν
タ
1
w
・
ヂ
タ

を
検
討
す
る
こ
と
。
三
、
首
相
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
首
相
付
の
国
務
次
官
デ

ュ
マ
氏
に
よ
っ
て
、
権
限
の
あ
る
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
伝
え
ら
れ
た
(
政

準
備
中
の
政
府
法
案
に
関
し
、
提
案
(
田
口
問
問
。
目
立
D
ロ
ω)

と
意
見

府
が
)

(
o
g
R
g
t
g
m
)
を
政
府
に
提
出
す
る
こ
と
。
四
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
名
に

お
い
て
修
亙
案
、
口
頭
質
問
又
は
書
面
に
よ
る
質
問
を
調
整
す
る
(
自
民
同
5

2
司

2
2
)
こ
と
。
五
、
政
治
局
を
通
し
て
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
権
能

に
属
す
る
問
題
に
関
し
て
、
(
議
員
グ
ル
ー
プ
が
V

態
度
を
決
定
す
べ
き
こ

と
を
議
員
グ
ル
ー
プ
に
提
案
す
る
こ
と
。
」

右
の
中
、
第
一
ニ
の
政
治
法
案
に
対
す
る
提
案
と
意
見
の
(
政
府
に
対
す
る
)

提
出
は
、
政
府
と
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
交
流
を
前
提
と
し
て
い
る
。
事

実
、
政
府
1
1
1
具
体
的
に
は
大
臣
及
び
省
の
職
員
|
!
と
専
門
研
究
グ
ル
ー

プ
と
の
間
に
は
早
い
時
期
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
。
一
九
六
三
年
一
月
四
日
の

通
肢
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
が
首
相
に
懇
請
し
た
結
果
、
首
相
は
議
会
対

策
担
当
の
国
務
次
官
デ
ュ
マ
の
下
に
い
る
政
府
の
専
門
家
を
専
門
研
究
グ
ル

ー
プ
に
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
を
報
じ
た
。
ま
た
、

一
九
六
三
年
四
月

三
O
日
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
機
関
誌
は
政
府
と
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
と
の
交

流
の
実
情
を
次
の
様
に
伝
え
て
い
る
。

「
大
臣
た
ち
は
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
や
っ
て
来
て
立
法
の
計
画

Q
S
E

出

5
日
目
。
)

の
大
略
を
説
明
し
た
が
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
方
で
は
そ
の

立
法
を
早
く
な
す
よ
う
に
と
政
府
に
要
求
し
た
。
ま
た
、
専
門
研
究
グ
ル

l

プ
が
(
政
府
の
)
予
備
草
案
を
十
分
に
検
討
し
、
法
案
の
議
会
へ
の
上
程
の

前
に
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
提
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め

に
、
予
備
草
案
が
か
な
り
早
い
時
期
に
、
デ
ュ
マ
氏
(
議
会
対
策
担
当
の
国

務
次
官
1

1
筆
者
注
)
に
よ
っ
て
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
伝
え
ら
れ
た
。

U
-
N
-
R
l
u
・
D
-
T
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
議

{
叩
)

会
活
動
は
こ
れ
ま
で
終
験
し
な
か
っ
た
新
し
い
土
台
を
獲
得
し
た
」

個
々
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
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料

農
業
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
最
も
早
い
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
最

資

も
活
発
に
活
動
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

た
「
農
業
契
約
経
済
に
関
す
る
法
律
」
は
、

U
-
N
-
R
l
u
・
D
-
T
議

一
九
六
四
年
七
月
六
日
に
成
立
し

員
グ
ル
ー
プ
が
提
出
し
た
議
員
提
出
法
案
が
法
律
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
法
律
の
立
法
過
程
は
農
業
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
躍
を
よ
く
示

し
て
い
る
。

一
九
六
三
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
農
業
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
お

い
て
、
議
員
で
は
な
く
、
そ
こ
に
招
か
れ
た
一
人
の
農
業
生
産
者
組
合
の
責
任

者
ヴ
ェ
イ
ラ
(
〈
2
-
Z
C
に
よ
っ
て
農
業
契
約
経
済
(
で

bgロ
D
B
-
o
n
D
E
B
-

n
g
m
z
m
m
m同
日

no-o)
に
関
す
る
長
い
専
門
的
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
こ

の
報
告
書
は
そ
の
後
、
農
業
に
関
す
る
政
府
の
専
門
家
で
あ
る
ベ
イ
戸

(∞
4-2)
な
ど
も
参
加
す
る
農
業
研
究
グ
ル
ー
プ
の
会
合
で
何
度
も
検
討
さ

れ
た
。
そ
し
て
ベ
イ
ロ
の
考
え
と
政
府
の
予
備
草
案
を
考
慮
し
た
「
綜
合
的

な
提
案
」
(
胃

8
2
E
C口
合
唱
ロ
任
中
閉
め
)
を
作
成
し
た
。
こ
の
提
案
が
そ
の

ま
ま
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治
局
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
。
政
治
局
は
こ
の
提

案
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
例
外
的
な
扱
い
を
し
て
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
副
会

長
を
通
し
て
、
こ
れ
を
ド
ゴ

l
ル
大
統
領
に
示
し
た
(
一
九
六
三
年
四
月
〉
。

大
統
領
は
「
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
原
則
に
対
す
る

同
意
」
を
与
え
た
。
四
月
二
五
日
農
業
大
臣
ピ
ザ
ニ
ィ
(
開

-
E
E口
町
)
が
研

究
グ
ル
ー
プ
に
来
て
、
議
員
提
出
法
案
が
国
民
議
会
の
事
務
局
に
上
程
さ
れ

る
(
一
九
六
三
年
五
月
二
ハ
日
上
程
)
前
に
検
討
し
た
。
議
員
提
出
法
案
が

五
月
に
国
民
議
会
に
上
程
さ
れ
た
後
、
一

O
月
に
な
っ
て
研
究
グ
ル
ー
プ
は

政
府
が
求
め
た
修
正
の
要
求
を
検
討
し
た
。
研
究
グ
ル
ー
プ
が
受
け
入
れ
た

修
正
は
議
員
グ
ル
ー
プ
内
部
の
立
法
局
。
。
∞

2
2
2
-
b
m
E
S同
)
に
付
託

さ
れ
た
。
一

O
月
一

O
目
、
グ
ル
ー
プ
は
予
算
の
第
一
読
会
が
終
っ
た
直
後

に
法
案
を
議
事
日
程
に
登
載
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
代
表
団
を
首
相
の
も
と

に
連
れ
て
い
く
こ
と
を
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
を

決
め
、
後
に
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
ら
の
代
表
団
が
首
相
の
も
と
を
訪
れ
た
。

同
年
二
一
月
一
一
-
一
日
に
同
法
が
第
一
読
会
で
可
決
さ
れ
た
が
、
議
会
で
同
法

が
審
議
さ
れ
て
い
る
問
、
農
業
研
究
グ
ル
ー
プ
は
何
度
か
会
合
を
開
い
て
議

員
又
は
政
府
か
ら
出
さ
れ
た
修
正
案
に
対
す
る
同
グ
ル
ー
プ
の
態
度
を
決
定

し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
一
九
六
四
年
七
月
法
律
が
成
立
し
た
。

」
の
法
律
の
制
定
過
程
に
お
け
る
農
業
研
究
グ
ル
ー
プ
の
働
き
に
つ
い

て
、
二
つ
の
注
目
す
べ
き
点
が
見
ら
れ
る
。
第
一
は
、
政
府
の
農
業
問
題
の

専
門
家
ベ
イ
ロ
及
び
農
業
大
臣
ピ
ザ
ニ
ィ
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
会
合
に
参
加

し
た
こ
と
に
端
的
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
府
と
の
間
に
緊
密
な
協
調
・
協

力
が
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
作
成
し
た
議
員
提
出
法

案
が
そ
の
ま
ま
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治
局
で
承
認
さ
れ
、
ま
た
法
案
が
国
民
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議
会
に
上
程
さ
れ
た
後
も
、
修
正
案
が
出
さ
れ
る
度
に
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ

が
そ
れ
を
検
討
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
律
の
制
定
に
関
し
て
こ

の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
終
始
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
り
つ
づ
け
た
こ
と
で
あ

る

同

農
業
研
究
グ
ル
ー
プ
は
議
員
提
出
法
案
の
作
成
と
い
う
仕
事
ば
か
り
で
な

く
、
議
会
の
常
任
委
員
会
や
政
府
に
情
報
を
与
え
る
と
い
う
役
割
を
も
果
た

し
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
農
業
従
事
者
の
代
表
者
と
密
接
な
接
触
を
保
ち
、

プランス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

彼
ら
の
事
情
に
精
通
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
農
業
に
関
す
る
重
要
な
政
府
法

案
を
検
討
す
る
任
務
を
も
っ
常
任
委
員
会
の
報
告
者
は
情
況
を
見
極
め
る
た

め
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
や
っ
て
来
た
。
ま
た
農
業
大
臣
ピ
ザ
ニ
ィ
は
一
九
六

三
年
四
月
か
ら
一
九
六
五
年
六
月
迄
の
聞
に
少
な
く
と
も
六
度
こ
の
グ
ル
ー

プ
に
や
っ
て
来
た
。

農
業
研
究
グ
ル
ー
プ
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
政
府
の
考
え
て
い
る
政
策
に
反

対
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
六
四
年
六
月
、
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
政
府
の
「
農

地
会
社
及
び
農
地
投
資
会
社
」
の
構
想
に
対
し
、
そ
れ
が
土
地
国
有
化
へ
向

う
一
歩
を
な
す
と
考
え
、
「
農
業
大
臣
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
見
解
に
対
し

て
、
力
強
く
且
つ
明
確
に
、
教
義
的
な
反
対

(
O
U
吉
田
町
芯
ロ

L
S
R
-
E
Z
)

を
表
明
」
し
た
、
と
議
員
グ
ル
ー
プ
の
機
関
誌
は
記
し
て
い
る
。

農
業
研
究
グ
ル
ー
プ
が
こ
の
よ
う
に
活
発
な
活
動
を
な
す
こ
と
が
で
き
た

原
因
と
し
て
、
議
員
が
伝
統
的
に
農
業
問
題
に
対
し
て
関
心
が
高
い
こ
と

と
、
農
業
団
体
が
議
会
を
通
し
て
農
民
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
に
関
心
が

高
い
こ
と
の
こ
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

対
外
問
題
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
不
活
発
で
あ
っ
た
。
一
九
六
五

年
の
春
ま
で
の
間
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
四
回
の
会
合
を
開
い
た
だ
け
で
あ

り
、
議
会
で
軍
事
計
画
訟

(-02・官。由
5
5
5
S
E
E
s
-
B
m
)
の
審
議
が

な
さ
れ
た
時
に
も
、
国
防
小
グ
ル
ー
プ
は
一
度
も
会
合
を
開
い
て
い
な
い
。

そ
の
上
、
こ
こ
で
大
臣
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
は
「
秘
密
の

性
格
」
が
強
調
さ
れ
た
か
ら
、
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
「
政
府
と

U
-
N
-
R

l
u
-
D
-
T議
員
グ
ル
ー
プ
と
の
問
の
秘
密
の
情
報
交
換
所
守
口

B
F
Z

門
コ
出
向

2
3
P昨

日

0
5

昨

E吋
凶

n
H
P
S
gロ
出
門

-sto-)の
よ
う
に
」
見
え
る
と

(
四
時
)

議
員
グ
ル
ー
プ
の
機
関
誌
は
記
し
て
い
る
。
対
外
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活

動
が
こ
の
よ
う
に
活
発
で
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、
対
外
問
題
は
も
っ
ぱ
ら

大
統
領
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
領
域
だ
と
す
る
い
わ
ゆ
る
留
保
領
域
と
い
う
考

え
方
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
以
来
の
第
五
共
和
制
の
政
治
運
営
の
伝
統
に
な

っ
て
い
た
こ
と
(
第
七
章
で
詳
述
す
る
)
、
国
会
議
員
が
外
交
政
策
に
対
し

て
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
外
交
問
題
が
そ
の
性
質
上

秘
密
を
伴
い
や
す
い
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

経
済
及
び
財
政
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
自
体
の
活
動
は
活
発
と
は
い
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不十

え
な
い
が
、
そ
の
二
つ
の
小
グ
ル
ー
プ
、
商
業
、
分
配
、
職
人
問
題
に
か
ん

す
る
小
グ
ル
ー
プ
と
税
制
に
か
ん
す
る
小
グ
ル
ー
プ
が
比
絞
的
大
き
な
働
き

資

を
し
た
。

経
済
及
び
財
政
問
題
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
会
合
を
開
く
こ
と
が
極

(
国
)

め
て
少
な
く
、
一
回
目
の
会
合
は
一
九
六
三
年
二
月
六
日
に
関
か
れ
、
二
凶

{
却
)

自
の
会
合
が
一
九
六
四
年
五
月
に
開
か
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

商
業
・
分
配
・
職
人
問
題
の
小
グ
ル
ー
プ
は
「
商
業
上
の
不
動
産
の
賃
貸

借
料
金
」
の
問
題
に
力
を
集
中
し
た
。
一
九
六
四
年
四
月
、
こ
の
小
グ
ル

l

ギ
キ
ル
ド
・
ヂ
・
ッ

プ
の
オ
ゲ

(
Z
E
V己
国

c
m
5
C
ら
か
ら
な
る
代
表
団
が
図
繭
尚
書
及
び
彼

の
部
下
と
共
に
こ
の
問
題
を
研
究
し
た
。
こ
の
小
グ
ル
ー
プ
は
、
オ
ゲ
の
報

告
書
に
基
い
て
司
法
省
、
財
務
省
、
建
設
省
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
政
府
草

案
を
検
討
し
た
後
、
議
員
法
案
の
形
で
対
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。
こ
の
議
員
法
案
は
一
九
六
四
年
四
月
二
九
日
及
び
三

O
日
に
小
グ
ル
ー

プ
で
可
決
さ
れ
、
つ
い
で
一
九
六
四
年
五
月
五
日
に
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治

ス
ク
レ
テ
1

N
・
デ
F

局
で
可
決
さ
れ
、
議
会
対
策
担
当
の
国
務
次
官
を
通
し
て
ポ

γ
ピ
ド
ゥ

l
首

さ相
れの

ち52
提
出
さ
れ
Tこ
後

一
九
六
四
年
五
月
一
三
日
に
国
民
議
会
に
上
程

上
高税
に制
対に
すか
るん
税す
(る
ピ小
話グ
凹 ノレ

ミ l
-フ
(1) 

n 土
E 財
::=:務
而省
?とと
5::内
雪国 務
量省
ーの
と協
地力
方を
税得
公て
員総
25U 

-ogrm)
に
関
す
る
研
究
に
力
を
注
い
だ
。
一
九
六
三
年
一
一
月
に
は
、
こ

の
小
グ
ル
ー
プ
は
付
加
価
値
税

(
C
M
2
2同

g
s
r
R
と

g広
伶
)
の
商

業
へ
の
拡
大
に
反
対
し
、
こ
れ
が
政
府
の
準
備
し
て
い
る
地
方
税
制
改
革
に

対
す
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
激
し
い
攻
撃
の
発
端
に
な
っ
た
。
翌
一
一
一
月
一
七

日
ポ
ン
ピ
ド
ゥ

1
首
相
は
国
民
議
会
の

U
-
N
-
R
議
員
の
部
屋
に
や
っ
て

来
て
、
「
地
方
税
を
付
加
価
値
税
に
か
え
る
こ
と
は
ま
だ
現
実
の
問
題
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
草
案
は
下
書

(Fgnyめ
)
の
段
階
で
あ
り
、
最
終
草
案
は
広
く

意
見
を
聞
い
た
上
で
、
首
相
官
邸
で
作
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
議
員

た
ち
を
な
だ
め

M)
こ
う
し
た
税
制
小
グ
ル
ー
プ
の
政
府
の
政
策
に
対
す
る

反
対
は
、
そ
れ
が
最
後
ま
で
貫
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
政

策
の
実
施
を
遅
ら
せ
た
り
適
用
の
条
件
を
再
検
討
さ
せ
た
り
し
た
点
で
、
政

府
の
行
動
を
制
約
す
る
役
割
を
果
し
た
と

J
-
シ
ャ
ル
ロ
は
言
っ
て
い
る
。

経
済
及
び
財
政
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
政
府
と
の
協
力
が
十

分
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
機
関
誌
が
記
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
一
九
六
三
年
一
二
月
、
商
業
・
分
配
・
職
人
問
題
小

グ
ル
ー
プ
は
、
商
業
全
国
大
会
(
国
呂
田

g

E
巴

C
E
-
g
牛ロ

g
g
5
2
8
)

の
活
動
に
つ
い
て
何
ら
の
情
報
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
不
満
を
表
し
、
ま

た
商
業
上
の
不
動
産
の
賃
貸
借
料
金
の
決
定
及
び
改
訂
に
関
す
る
政
府
提
出

法
案
に
つ
い
て
、
こ
の
小
グ
ル
ー
プ
が
以
前
に
「
極
め
て
明
確
な
提
案
」
を
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出
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
何
の
連
絡
も
な
い

の
は
残
念
だ
と
し
て
、
議
員
研
究
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
の
会
議
に
お
い
て
経

済
及
び
財
政
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
の
意
見
を
提
出
し
た
。

社
会
問
題
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
旧

U
・
D
・
T
の
左
派
の
ゴ

I
リ
ス
ト

で
あ
る
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
を
会
長
に
し
、
政
策
目
標
の
筆
頭
に
「
労
働
者
階

級
を
国
民
の
中
に
再
統
合
す
る
」

(
H
b
-
E
R
H
2
z
n
-
E回
日
開

OE2FPHO
【回目印

(三寺

-
白
ロ
巳

5
ロ
)
こ
と
を
あ
げ
た
。
旧

U
・
D
-
T
の
左
派
の
ゴ
l
リ
ス
ト
で
あ
る

ブラシス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

労
働
大
臣
、
シ
ル
ベ
ー
ル
・
グ
ラ
ン
ヴ
ア
ル
は
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
へ
の
協
力

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
彼
は
何
度
か
個
人
的
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
来
た
。

九
六
三
年
一
月
一
六
日
に
は
立
法
の
計
画
の
作
成
に
参
加
し
、
同
年
二
一
月

に
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
政
府
が
ど
ん
な
提
案
を
受
け
入
れ
る
か
と

い
う
こ
と
を
述
べ

一
九
六
五
年
四
月
に
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
政
府

の
企
業
委
員
会
の
改
革
案
を
弁
護
し
た
。
労
働
省
の
代
表
者
コ
ラ
ン
百
三

5
)

が
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
と
労
働
省
の
連
絡
に
当
っ
た
。
企
業
委
員
会
の
改
革

に
か
ん
す
る
政
府
車
案
は
社
会
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
の
中
の
小
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
労
働
研
究
グ
ル
ー
プ
で
可
決
さ
れ
た
予
備
草
案
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
呈
一
一
口
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
社
会
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
の
働
き
が
実
を
結

ん
だ
例
外
的
な
事
例
で
あ
る
。

社
会
同
題
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
が
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
最
大
の
原
因
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
構
成
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
社
会
問
題
に
関
心
の
深
い
旧

U
・
D
・
T
の

左
派
の
ゴ

I
リ
ス
ト
達
が
大
き
な
役
割
を
占
め
て
い
た
た
め
、
こ
の
研
究
グ

ル
ー
プ
と
議
員
グ
ル
ー
プ
全
体
と
の
問
に
考
え
方
の
ず
れ
が
大
き
く
、
こ
の

研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
支
持
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
こ
に
入
り
た
い

議
員
は
誰
で
も
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
現
象
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。

地
域
整
備
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
〕
九
六
三
年
三
月
に
つ
く
ら
れ
た
が
、

一
九
六
三
年
一
一
月
に
国
民
議
会
で
地
域
整
備
に
関
す
る
討
論
が
な
さ
れ
た

時
か
ら
一
度
も
全
体
で
の
会
合
を
開
い
て
い
な
い
。
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の

中
心

J

人
物
ル
メ

l
ル
(ζ
・ド

ggHHm)
は
、
あ
る
調
査
結
果
(
可
・
ロ
己
O

巴〈ユミ

の
ロ
レ
l
ヌ
地
方
を
例
に
と
っ
た
、
一
九
五
四
年
と
一
九
六
二
年
の
調
査
)

か
ら
パ
り
地
方
と
地
方
と
の
聞
の
格
差
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
来
て
い
る

と
考
え
、
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
、
地
方
の
住
宅
の
改
良
、
専
門
教
育
施

設
設
置
、
税
制
の
改
革
な
ど
の
努
力
に
よ
っ
て
パ
リ
地
域
の
急
速
な
人
口
の

〈
問
}

増
加
を
抑
え
る
と
い
う
政
策
を
と
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
パ
リ
地
域
は

U
-

N
-
R
1
U
・
D
・
T
が
最
も
力
を
も
っ
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
議
員
グ
ル

-
プ
の
中
に
パ
リ
地
域
の
出
身
者
が
占
め
る
割
合
は
極
め
て
大
き
い
か
ら
、
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来4

ル
メ

1
ル
に
指
導
さ
れ
る
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
地
域
整
備
の
構
想
が
議
員

グ
ル
ー
プ
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

資

地
域
整
備
研
究
グ
ル
ー
プ
の
下
の
住
宅
・
建
設
小
グ
ル
ー
プ
は
建
設
省
の

緊
密
な
協
力
を
得
て
あ
る
程
度
の
働
き
を
し
た
。
例
え
ば
、

一
九
六
四
年
六

月
に
は
建
設
省

h

の
人
物
が
建
物
の
賃
貸
借
に
関
す
る
政
府
提
出
法
案
の
説
明

〔
問
)

に
こ
の
小
グ
ル
ー
プ
に
や
っ
て
き
た
。

「
公
衆
衛
生
及
び
住
民
」
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
一
九
六
三
年
一

O
月
に

つ
く
ら
れ
、
初
代
及
び
第
二
代
の
代
表
者
は
と
も
に
医
師
出
身
の
議
員
で
あ

っ
た
。
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
な
し
た
主
な
活
動
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
病

人
・
虚
弱
児
・
病
気
の
予
防
に
関
し
て
厚
生
省
に
提
出
す
べ
き
改
革
案
を
作

成
し
た
こ
と
で
あ
り
‘
い
ま
一
つ
は
医
師
及
び
医
療
従
事
者
の
利
益
を
擁
護

す
る
活
動
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
た
と
え
ば
一
九

六
四
年
の
一
二
月
に
「
薬
剤
師
全
国
組
合
」
の
会
長
な
ど
の
代
表
者
を
迎
え

る
な
ど
、
医
療
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
組
合
の
代
表
者
を
迎

え
た
例
は
少
な
く
な
い
。

ハ
l
)
こ
こ
に
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
と
呼
ん
だ
も
の
は

U
a
N
-
R
l
u
-

D
・
T
国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約
上
の
正
式
の
名
称
は
「
常
設

研
究
グ
ル
ー
プ
」
(
四
円
。
口
間
百
円
含
ロ
《
目
。
回
目
)
2
5田口
S
乙
で
あ
る
(
一
九

六
二
年
一
二
月
の
規
約
の
一
八
条
、
一
九
六
八
年
七
月
の
規
約
の
一
八

条
)
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
般
に
は
「
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
」
(
略
称
は

頭
文
字
を
取
つ
て
の
.
何

.ω
・
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
同
・

(urR-2・

Fwd-zem--ou・
巳
了

H
M
H
R
)
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
俗
称
を
用
い

る
こ
と
に
す
る
。
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こ
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、

γ
ャ
ル
ロ
は
前
掲

Fwd-z・戸

の
一
五
=
一

l
-
六
六
頁
に
お
い
て
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
機
関
誌

F
・

問
。
同
盟
主

5
5
2
仏

C
2
5
2
M
Z
そ
の
他
の
党
内
機
関
誌
を
資
料
と
し
て

詳
細
な
記
述
を
し
て
い
る
。
筆
者
も
ま
た
こ
れ
ら
の
党
内
機
関
誌
に
直

接
当
た
る
こ
と
、
そ
し
て
と
く
に
彼
の
著
書
の
記
述
の
対
象
か
ら
外
れ

た
一
九
六
五
年
以
後
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
実
態
に
つ
い
て
調
べ
る

こ
と
を
望
み
、
党
内
の
資
料
を
入
手
す
る
た
め
に
出
来
る
限
り
の
手
を

つ
く
し
た
が
、

U
・
N
・
R
の
継
承
者
で
あ
る
現
在
の
ゴ
i
リ
ス
ト
政

党

m
g
B
B
E
o
g
m
2
3ロ円

F
H
μ
S
E
E
-
3
5
(
H
N
M
Y
M
W
)
の
本
部

に
も
、
パ
リ
の
主
要
な
公
共
図
書
館
に
も

U
・
N
-
R
の
党
内
機
関
誌

は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
の
で
こ
れ
ら
の
資
料
に
直
接
当
た
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
以
下
の
記
述
は
基
本
的
に
シ
ャ
ル
ロ
の
前
掲
書
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
以
下
に
あ
げ
る
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
つ
い
て
、
ル

モ
ン
ド
紙
が
取
上
げ
て
い
る
こ
と
は
ハ
筆
者
が
調
べ
た
限
り
)
一
度
も

な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
働
き
は

限
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
一
言
え
そ
う
で
あ
る
。

(

2

)

こ
の
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
く
似
た
研
究
機
関
に
「
議
会
行
動
委

員
会
」

(
S
B
x
b
L
u
m
n
t
o口
宮
ー
ユ
め
目
。
ロ
宮
町
⑦
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
は
)
九
六
八
年
の
規
約
(
一
九
条
)
に
は
じ
め
て
出
て
く



白

る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
基
本
的
な
改
革
案
の
作
成
と
実
施
を

必
要
と
す
る
議
会
の
活
動
分
野
の
た
め
に
」
設
け
ら
れ
る
。
議
会
行
動

委
員
会
は
個
別
的
・
具
体
的
な
テ

l
T
毎
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、
こ

の
点
が
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
と
異
な
る
。
議
会
行
動
委
員
会
は
、
一
九

六
八
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
の
際
の
活
動
が
目
立
っ
た
ハ
次
節
参
照
〉

他
は
大
き
な
働
き
は
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る

C
.
(
u
r
2
-
2・
F
合

同u
y
E
C百
合
。
哲
三
}
E
P
C司
・
口
町
二
市
-
H
N
印
l
H
N
d
eシ
ャ
ン
・
シ
ヤ

ル
ロ
、
野
地
訳
『
保
守
支
配
の
構
造
』
(
前
掲
)
一
四
一
頁
)

〈

3
〉
(
u
o
g
g
y
H
ω

《広円・

5
印∞
-
n
-
H
b
官
同
一
『
・

(
U
E
ユc
y
F
u
d・2
・m
ニ

G
-
u
・口広・・同
Y
H日
ω
・

(
4
)

農
業
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
時
期
に
議
員
提
出
法
案
の
農
業
基

幹
法
案
(
己
ロ
何
回
UHC唱
S
E
Cロ
仏
o
-
o日'
g
L
B
内
長
岡
山
円
。
-
。
)
を
作
成
し
、

ル
イ
・
テ
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
名
で
国
民
議
会
の
理
事
部
に
上
程
し
た
。
(
]
・

(
U
E
ユ2
・
F
w
d
-
Z・河
-
-
C司
・
ロ
FF
・
-v
・
5
A・
〉
右
の
法
案
は
成
立
し
な

か
っ
た
が
、
一
九
六

O
年
春
の
議
会
で
政
府
提
出
の
農
業
基
本
法
案
が

可
決
さ
れ
、
一
九
六

O
年
八
月
五
日
法
(
ロ
・

3
2
H
E
M唱
。
)
が
生

れ
た
。
こ
の
頃
の
農
業
事
情
に
つ
い
て
、
『
の
び
ゆ
く
農
業
』
九
九
号

及
び
一

O
O号
(
と
も
に
一
九
六

O
年
)
参
照
。

ハ
民
ノ
)
こ
の
時
、
農
業
省
で
専
門
知
識
を
身
に
つ
け
た
二
人
の
公
務
員

(
出
自
己
巴
E
P
R
夫
妻
)
が
党
本
部
の
事
務
局
を
離
れ
国
民
議
会
に
設

け
ら
れ
た
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
事
務
局
に
移
っ
た
。
(
同
・
円
U
F
S
H
-
2
・

H
h
w
d
z
-河・・

0匂
-nF了
間
》

H印
品
・
)

(
6
)
-
九
六
八
年
七
月
に
定
め
ら
れ
た

U
・
D
-
R
国
民
議
会
議
員
グ
ル

ブラシス第五共和制下のゴーロスト政党の構造と特質

-
プ
規
約
一
八
条
は
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定

す
る
。「

議
会
活
動
の
各
部
門

(
m
o
n
g
R
m
)
の
た
め
に
、
こ
の
部
門
に
属
す

る
諸
問
題
を
研
究
し
、
望
ま
し
い
解
決
方
法

(ω
己
己
目
。
ロ
ω)
を
準
備
し
、

そ
の
権
限
内
に
属
す
る
政
府
法
案
や
議
員
提
出
法
案
を
検
討
す
る
任
務

を
も
っ
常
設
研
究
グ
ル
ー
プ
が
設
け
ら
れ
る
。
常
設
研
究
グ
ル
ー
プ
の

研
究
の
結
論
は
定
期
的
に
政
治
局
に
提
出
さ
れ
る
。
常
設
研
究
グ
ル
ー

プ
の
研
究
の
結
論
は
政
治
局
の
同
意
な
し
に
は
決
し
て
公
表
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
国
民
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
あ
る
常
設
研
究
グ
ル
ー
プ

の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
討
論
が
な
さ
れ
る
時
は
、
そ
の
常
設

研
究
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
討
論
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

(

7

)

]

・ハ
U
Y
R
-
c
y
同
~
c
-
Z
・岡山・・

O
M
M
-
n
F
f
M
M
-
]「回目・

(
8
)

戸
《

U
F
伊ユ
0
7
F
u
d
-
z
'
m
-
-
O唱・

n
H
f
M
M
・]「印印

(

9

)

』・

(
u
r
R
-
c
p
F
w
d
-
Z
-
H
f
c司
・
己
了
司
・
同
日
仏
・

(ω)
阿
国
同
色
村
自
己

5
5
2
仏

G
E
E
S
E
-
ロ
o
N
・
8
ω
2・
H
申

8
・
n
王
宮
門

-
h
r
m
ユD
F
F
u
d
z
-
M
W
-
c
-
u
-
n
x
-
-
切

-
H
m印・

(
日
)
農
業
契
約
経
済
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
ロ
但
]
]
D
P
S
E
a
円、.

同Y
N
N
-
こ
の
法
律
は
、
生
産
条
件
の
改
善
、
価
格
の
適
正
化
な
ど
、

主
と
し
て
農
民
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
ロ
戸
ド
。

γ
向。ロ仏
0
・
HhF
《日
kmn
・
-FAWA凶

ω
・)

(
ロ
)
ヴ
ェ
イ
一
フ
は
グ
リ
ン
ピ
ー
ス
生
産
者
組
合
の
責
任
者
で
、
か
ん
づ
め

製
造
業
者
の
代
表
者
と
の
長
期
供
給
契
約
を
考
え
た
人
物
で
あ
る
。

(
H
(
U
V
白ユ
o
F
F
w
d
-
z
-
H
Nよ
口
問
】
・
己
了
日
y
H日由・〉
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半十

(
日
)
以
上
の
農
業
契
約
経
済
に
関
す
る
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
』

(
U
Y
R
-
2・
円
d
・2
・河
--OH)
ロ
-fH)・
5
∞
2
H
m
m
w
に
よ
る
。

(
川
円
)
例
え
ば
、
一
九
六
三
年
一

O
月
に
は
財
務
委
員
会
の
報
告
者
リ
ヴ
ア

ヅ
(
閉
山
吉
田
口
)
は
農
業
予
算
に
か
ん
す
る
情
報
を
求
め
て
グ
ル
ー
プ
を
訪

れ
た
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
四
月
一
一
一
一
日
に
は
、
農
業
災
害
保
障
に
か

ん
す
る
政
府
案
の
報
告
者
プ
ヴ
ソ
オ
(
切
O
Z
8
2己
)
が
こ
の
研
究
グ
ル

ー
プ
を
訪
れ
た
。
(
』
・

(UY白ユ
CFFwd-Z-HN・・
0同y
n
F了間】・

H
E・)

(
日
)
一
九
六
三
年
四
月
一
八
日
に
牛
乳
と
肉
の
倒
格
に
か
ん
し
て
、
一
九

六
三
年
凶
月
二
五
日
に
農
業
契
約
経
済
に
か
ん
す
る
議
員
提
出
法
案
に

つ
い
て
等
。
(
】
・
わ
}
岡
田
ユ
oyHhd-Z-MW-
。同
y
i
f
H
ν
・
5mw・)

(
げ

ω〉
同
氏
2
E
E
5
5
2
E
2
E
g
g
-
ロ
O
H
m
-
Y
5
5
2・。
x
b
宮門

ん『・

(UYR-cFFwd.2.河・・

C
H
V
2了間》・

H品。・

ハ
げ
)
軍
事
計
画
法
は
一
九
六
凶
年
一
二
月
の
談
会
で
審
議
、
可
決
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七

O
年
の
問
に
五
四

O
億
フ
ラ
ン

と
い
う
巨
費
を
投
じ
て
、
「
戦
略
的
核
兵
務
」
の
導
入
な
ど
軍
備
の
近

代
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
璽
要
な
法
律
で
あ
る
。
合
同

F
O
玄
C
出
合

ω

L
b
n
H申出品
-Hhu〉
ロ
ロ
bo
同VDZZGロ
伶
巴

E
-
H
)・
5
N・)

(
同
叩
〉
同
ロ
同
2
5
m同
5
5
2
L
o
n
E
E
g
g
-
ロ
o
N・
8

2
吋・

5
8・
2
尽

回
以
内
弓
・
同
・
円
u
r
R
-
o
y
F
u
d
-
Z
-
M
P・
0司
-np了
間
M・
5
0・

(
川
口
)
こ
の
時
財
務
大
山
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
が
こ
の
会
合
に
出
席
し

て
、
「
立
法
部
の
た
め
の
経
済
お
よ
び
財
政
の
計
画
の
非
常
に
完
全
な

方

F
ロ
グ

目
録
」
を
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
と
協
力
し
て
作
成
す
る
こ
と
を
約
束
し

た
。
。
出
向
。
口
百

資

百
円
】
・

(UYR-cy
戸
ud-Z・河・・

0℃

2
了目】・

501He--)

(
初
)
こ
の
第
二
回
目
の
会
合
は
フ
ラ
ン
ス
輸
出
産
業
連
盟
(
で
C
包
O
ロ

同片山口宮山

E
L
2
5仏
己
記
ユ

2
仏
uOM旬
。
己
主
目
。
ロ
)
の
代
表
団
の
意
見
を

聞
く
た
め
に
開
か
れ
た
。
]
・
円
い
}
岡
田
ユ
。
グ
戸
ud・2
・HF・
0-Y
ロ
HF・
-u-H2・

(
幻
)
以
上
は
、
し
『
・

(urω
ユ
cprvC-Z-HN・
岬
己
司
・
三
了
℃
-
H品
同
・
に
よ
る
。

(
幻
〉
同
わ
r
R
-
2・
F
w
d・2
・岡山・二}℃・巳
f
H
M
-
H
B
-

(
幻
)
し
『
・
(
リ
r
R
-
o
p
F
w
d
-
Z
-河・・

0℃
-
n
x・・司・

5
N・
な
お
、
一
九
六
五
年

六
月
、
付
加
価
値
税
の
対
象
宏
商
業
等
に
拡
大
す
る
こ
と
と
地
方
税
の

改
革
を
内
容
と
す
る
政
府
の
税
制
改
革
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
、
ゴ

l
リ
ス
ト
議
員
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
多
く
の
修
正
要
求
が
容
ら
れ
た
後
可

決
さ
れ
、
一
九
六
六
年
一
月
六
日
法
(
ロ
・

5
2
F・
2
〉
と
し
て
公

布
さ
れ
た
。
合
同
・
】
・
lHU・
ロ
ロ
ω富山町
0・
F
o
p
ロ
-oロロ
o
E
F
n
o
伊

E

込町
2
1
5
0
仏

2
件
同
凶

2
2
H
r
n
E
R
B
Lぽ
R
E
z
p
m
m，・
ω
-
M
J
S
A山由・

匂
・
日

NH・
)

(川此〉一『・

(UYR-DFFwd-Z-HN・・
OMV-n-了

-u・
5
H

(
忽
)
企
業
委
員
会
の
改
革
に
関
す
る
政
府
草
案
は
、
労
働
研
究
グ
ル
ー
プ

で
可
決
さ
れ
た
予
備
草
案
が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
治
局
に
よ
っ
て
斥
け

ら
れ
た
の
ち
、
労
働
大
医
グ
一
フ

γ
ヴ
ア
ル
が
こ
れ
を
取
り
あ
げ
て
若
干

の
修
正
を
ほ
ど
こ
し
て
政
府
草
案
と
し
た
も
の
で
あ
る

o
G
-
(
u
r
R
-
2・

Fwd-Z-河
・
・
。
℃
・
円
一
?
回
以
・

5
N
i
H
8・
)
な
お
、
企
業
委
員
会
の
改
正
に

関
す
る
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日
の
法
律
に
つ
い
て
、
四
端
同
時
邦
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
参
加
制
度

ω」
(
『
社
会
科
学
研
究
』
三
七
巻

一
号
〉
九
一
一
良
及
び
一

O
O頁
以
下
参
照
。

北法30(4・2(2)894



(
M
m
)

】

(
U
F
R
-
2
4
F
u
d
-
Z
-
m・・
0
司
・
巳
了

HU・
5ω

(幻)い『・

(urR-cデ円、福岡】・

z.河
・
・
。
閉
y
n
-
了
匂
・
広
品
・

(
お
)
一
『
・
(
リ
rm
ユC
H
-
F
w
d
-
Z・岡山・・。司
-
i了間】・
H
出品・

(
m
d
)

ん『・。
r
2
-
c
T
円
C
Z・剛山
-
C
司
-nx-
匂
・
広
A
H

・

第
四
節

議
員
研
究
集
会

(-g
〕

D
E
E
b
g
《宗
Z
L
E
官ュ。
B
E
g
-
H
E
)

同

ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
所
属
の
国
民
議
会
議
員
は
、
年
に
一
度
か
二
度
、
議
会

ブラシス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

が
関
か
れ
る
直
前
の
三
月
か
九
月
に
保
養
地
に
集
ま
り
諸
々
の
問
題
に
つ
い

て
話
し
合
う
機
会
を
も
つ
の
が
常
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
議
員
研
究
集
会
で
あ

一
九
六

O
年
九
月
に
第
一
回
の
集
会
を
聞
い
て
以
来
、
途
中
、

り

一
九
六

五
年
、

一
九
七
三
年
に
は
関
か

一
九
六
六
年
、
一
九
六
七
年
の
三
年
間
と
、

れ
て
い
な
い
が
、
あ
と
は
毎
年
聞
か
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
年
四
月
一
四
日

l
i
一
五
日
に
関
か
れ
た
議
員
情
報
集
会
公
開
乙

O
R
E
S
L
U
E
F
2
5
2
0
5

官
ユ

O
B
S
E
B白
)
も
党
所
属
の
全
て
の
議
員
を
一
同
に
集
め
る
点
で
こ
の

議
員
研
究
集
会
に
似
て
い
る
が
、
こ
れ
は
党
事
務
局
が
主
宰
し
た
点
で
議
員

グ
ル
ー
プ
自
身
が
主
宰
す
る
議
員
研
究
集
会
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
回
議
員
研
究
集
会
は
一
九
六

O
年
九
月
一
一
一
一
|
|
一
一
一
ニ
日
に
ア
ル
カ

シ
ョ
ン
(
〉
円
E
n
y
oロ
)
で
開
か
れ
た
。
こ
の
集
会
に
は
党
所
属
の
約
二
百
人

の
国
民
議
会
議
員
の
う
ち
約
百
人
が
参
加
し
た
。

第
一
日
目
は
主
と
し
て
、
ミ
ル
ゲ
(
伊
良
ぷ

E
C
ら
数
人
の
議
員
に
よ
っ

て
準
備
さ
れ
た
税
制
改
革
案
を
検
討
し
、
ミ
ル
ゲ
ら
の
提
案
し
た
「
土
地
所

有
権
の
移
転
に
対
す
る
課
税
」
の
制
度
に
対
し
て
大
多
数
が
支
持
を
表
明
し

た
。
第
二
日
目
に
は
議
員
た
ち
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約
の
改
正
の
問
題
を

と
り
あ
げ
た
。
議
員
グ
ル
ー
プ
の
総
務
ア
ピ
ブ
H
ド
ク
ロ
ン
グ
ル
(
国
与

5
・

ロ
巾
}
。
ロ
己
叩
)
が
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
提
出
し
た
草
案
は
、
ル
モ
ン
ド
紙
に

よ
っ
て
「
政
治
的
な
規
律
と
一
定
の
活
動
の
自
由
を
妥
協
さ
せ
る
と
い
う
希

望
を
表
わ
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
草
案
が
定
め
る
新
し
い
条
項
は

次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

「
グ
ル
ー
プ
の
内
部
じ
お
い
て
表
現
の
自
由
と
投
票
の
自
由
は
完
全
な
も

の

(g丘
町
乙
で
あ
る
g

日
常
の
議
会
活
動
に
お
い
て
、
発
言
・
書
面
・
投

票
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
グ
ル
ー
プ
の
多
数
の
考
え
と
の
堅

い
連
帯

(
C
5
8
5
S
2
0
曲。

-EmEb)
を
表
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
義
務
的
で
は
な
い
(
口
O
出
回
目

1
3丘
町
)
。
も
し
グ

ル
ー
プ
が
投
票
規
律
(
広
岳
田
己
主

5
0
P
S芯
)
を
決
定
し
た
ば
あ
い
に

(
4
)
 

は
、
そ
れ
は
強
制
的
な
義
務

(GZ-m巳
芯
ロ

-
5
1
5
t
z
)
と
な
る
」

一
九
五
八
年
二
一
月
に
制
定
さ
れ
た
従
来
の
規
約
に
お
い
て
は
、
「
党
の

政
策
又
は
国
民
の
生
活
と
直
接
に
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
(
問
題
の
)
投
票

(
b
v
 

の
他
は
、
投
票
規
律
が
原
則
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
度
の

北法30(4・213)895



料

修
正
は
「
グ
ル
ー
プ
が
投
票
規
律
を
決
定
し
た
ば
あ
い
」
の
み
拘
束
が
生
じ

る
と
し
、
自
由
投
票
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
え
る
。
右

資

に
引
用
し
た
草
案
は
議
員
研
究
集
会
で
可
決
さ
れ
、
後
に
そ
の
ま
ま
一
九
六

二
年
の
議
員
グ
ル
ー
プ
規
約
の
二
四
条
の
一
部
分
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
。

研
究
集
会
は
ま
た
オ
ス
タ
シ
ュ
(
出

g
g口
宮
)
の
報
告
に
基
づ
い
て
行
政

の
分
権
化
(
志
向
。
ロ
可
丘
広
三
宮
ロ
邑
5
5
5可
巳

Z
S
の
問
題
に
つ
い
て
討
論

し
た
が
、
こ
の
討
論
の
中
で
シ
ャ
ト
ネ

(
h
r
aめロ
2
)
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
間

題
、
外
交
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
留
保
領
域
」
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
ド
ブ
レ

首
相
に
与
え
ら
れ
た
支
持
は
「
内
政
、
社
会
経
済
政
策
に
か
ん
し
て
は
無
条

件
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
言
っ
た
。

」
の
よ
う
に
議
員
の
自
由
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
の
が
第
一
回
議
員
研
究

集
会
に
お
け
る
議
員
た
ち
の
一
般
的
な
気
持
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

一
九
六
一
年
の
議
員
研
究
集
会
は
二
月
と
九
月
に
関
か
れ
た
。
二
月
の
集

会
は
二
月
七
日
|
|
九
日
ア
ジ
ヤ
ツ
ク
シ
オ
(
と

2
己
O
)

で
開
か
れ
た
。
こ

の
度
の
集
会
は
、
「
労
使
の
協
力
」
(
戸
メ
自
D
口
E
Zロ
(USE『「
4
5
2
5

の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
議
員
提
出
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
可
決
し
、
付
加

価
値
税
の
場
額
に
対
し
て
反
対
し
、
土
地
の
譲
渡
に
か
ん
し
て
千
分
の
一
の

税
を
か
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
ミ
ル
ゲ

(ζ
町
四
E
2
)
議
員
の
提
案
を
可
決

し
、
ま
た
生
活
必
需
品
の
価
格
の
引
下
げ
と
高
齢
労
働
者
に
対
す
る
手
当
の

引
上
げ
を
政
府
に
要
求
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

集
会
終
了
後
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
レ
イ
モ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ
ン
は
新

聞
記
者
た
ち
を
前
に
し
て
、
自
分
た
ち
の
社
会
計
画

Q
B四
E
B
S
O
S江
巳
)

が
「
党
と
権
力
と
の
対
立
を
も
た
ら
す
」
こ
と
を
懸
念
し
て
、
「
も
し
我
々

が
満
足
を
得
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
予
算
案
に
対
し
て
賛
成
票
を
投
じ
な
い

だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

こ
の
た
び
の
議
員
研
究
集
会
に
お
い
て
は
、
経
済
・
社
会
の
問
題
に
関
し

て
具
体
的
な
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
六
一
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
は
同
年
九
月
一
二
日
l
|
二
四
日
ポ

ル
ニ
シ
ェ
(
司
C
H
E
n
Y
2
)
で
閥
か
れ
た
。
最
初
の
二
日
間
は
五
つ
の
分
科
会

に
分
か
れ
て
討
議
し
、
第
三
日
目
と
第
四
日
目
に
全
員
の
集
会
を
開
い
て
各

分
科
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
検
討
し
た
。
五
つ
の
分
科
会
は
、
そ
れ

ぞ
れ
体
制
の
擁
護
、
多
数
派
の
問
題
、
政
府
と
の
関
係
、
議
員
活
動
の
組

織
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
関
す
る

分
科
会
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
シ
ュ
ミ
ッ
ト
レ

γ
自
身
が
こ
れ
を
指
導
し

Tこ
ト
マ
ジ
ニ
(
叶
，
C
E
S
S
-
)
が
提
出
し
た
体
制
の
擁
護
に
か
ん
す
る
分
科
会

の
報
告
書
は
、
第
五
共
和
制
が
成
立
し
て
か
ら
の
三
年
間
に
四
九
六
の
議
員

提
出
法
案
が
上
程
さ
れ
た
の
に
、
こ
の
う
ち
一
二
し
か
議
院
の
議
事
日
程
に
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登
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
政
府
提
出
法
案
の
方
は
ニ
七
三
上
程
さ
れ
た
う

ち
二

O
六
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
政
府
の
議
会
軽
視
を
非
難
し
た
。

ア
ピ
プ
H
ド
ゥ
ロ
ン
ク
ル
(
回
目
立
σ・ロ巳
o
ロロ
-o)
が
提
出
し
た
多
数
派
の

問
題
に
か
ん
す
る
報
告
書
は
、

M
-
R
・
P
グ
ル
ー
プ
及
び
独
立
派
と
の
(
選

挙
協
定
を
含
む
)
協
力
が
望
ま
し
い
と
し
た
。

(
』

REEHU白
t
-

国

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
に
関
す
る
報
告
書
は
パ
ル
ク
ス
キ
ィ

】

μ
白

-o耳
切
広
)
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
本
土

フラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

と
の
聞
の
緊
密
な
協
カ
と
い
う
解
決
方
法
を
得
る
た
め
に
、
国
家
元
首
と
政

府
を
信
用
す
る
」
こ
と
を
議
員
に
訴
え
る
、
具
体
的
内
容
の
な
い
報
告
書
で

あ
っ
た
。

議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
府
か
ら
の
自
治
を
求
め
る
声
が
議
員
研
究
集
会
全
体

を
支
配
し
た
こ
と
は
、
前
回
の
議
員
研
究
集
会
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。

一
九
六
一
一
年
の
議
員
研
究
集
会
は
九
月
一
八
日

l
二
二
日
に
サ
ン

H
ラ
プ

ア
エ
ル

(ω
乱
ロ
ナ

H
N
3
E巴
)
で
開
か
れ
た
。
こ
の
研
究
集
会
で
は
、
来
た
る

一
O
月
二
八
日
行
な
わ
れ
る
は
ず
の
大
統
領
直
接
選
挙
制
の
導
入
の
可
否
を

め
ぐ
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
対
す
る
党
の
戦
術
を
検
討
す
る
こ
と
が
大
き
な

課
題
と
な
っ
た
。
国
民
議
会
議
員
ア
ピ
プ
H
ド
ゥ
ロ
ン
グ
ル
は
大
統
領
直
接

選
挙
制
の
導
入
に
よ
る
憲
法
改
正
は
「
現
在
の
権
力
の
均
衡
を
変
え
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。

議
員
研
究
集
会
は
最
後
に
決
議
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、

U
・
N
・
R
は

「
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
が
九
月
二

O
日
の
演
説
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
民
主
主

義
体
制
に
つ
い
て
の
観
念
に
対
し
て
留
保
な
し
の
同
意
」
を
与
え
る
と
し

た
。
つ
い
で
、
決
議
は
近
く
行
な
わ
れ
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
お
い
て
，
賛

成
d
q

と
応
え
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
対
し
て
呼
び
か
け
た
。
最
後
に
、

決
議
は
「
U
・N
-
R
グ
ル
ー
プ
は
堅
闘
で
(
明
。
一
E
O
)、
有
効
で
(
ぬ
虫
g
n
o
)
、

民
衆
的
な
(
官
官
戸
田
町
内
)
共
和
国
に
対
す
る
支
持
を
は
っ
き
り
と
選
択
す
る

全
て
の
入
荷
の
大
規
模
な
結
集
を
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
結
ん
だ
。

一
九
六
三
年
の
議
員
研
究
集
会
は
同
年
九
月
二

O
日
か
ら
一
一
一
一
日
ま
で
、

ボ
リ
ュ

H
ス
ュ

i
ル
日
メ

1
ル
(
回

g
z
r
E
E
E
?宮
白
)
で
開
か
れ
た
。
こ

れ
ま
で
の
議
員
研
究
集
会
に
は
元
老
院
議
員
の
参
加
は
少
な
か
っ
た
が
、
ヤ
」

の
た
び
の
集
会
に
は
党
所
属
の
国
民
議
会
議
員
と
元
老
院
議
員
の
ほ
と
ん
ど

全
員
が
参
加
し
た
。
た
だ
し
、
集
会
の
最
後
に
出
さ
れ
た
「
全
体
政
策
の
宣

言
」
は
国
民
議
会
議
員
だ
け
で
採
決
し
た
か
ら
、
集
会
の
性
絡
は
変
ら
な
か

っ
た
と
見
て
よ
い
。

集
会
の
初
日
の
全
員
集
会
に
お
い
て
、
議
会
対
策
担
当
の
国
務
次
官
ピ
エ

ー
ル
・
デ
ュ
マ
は
、
グ
ル
ー
プ
が
「
そ
の
活
動
に
お
い
て
、
常
に
そ
の
使
命
に

応
え
て
い
る
こ
と
」
を
祝
っ
た
後
、
「
あ
な
た
が
た
は
、
敵
を
前
に
し
て
、
多

(
日
)

数
派
の
統
一
あ
る
プ
ロ
ッ
グ
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
、
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ギ}

そ
の
団
結
を
訴
え
た
。

資

研
究
集
会
へ
の
参
加
者
は
そ
の
後
六
つ
の
分
科
会
に
分
れ
、
事
前
に
配
布

さ
れ
た
原
案
を
検
討
し
た
。
六
つ
の
分
科
会
は
、
ハ
門
国
民
教
育
・
青
年
・
ス

ポ
i
ツ
委
員
会
、

ω祖
凶
復
帰
者
委
員
会
(
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
な
ど
か
ら
本
土

へ
の
復
帰
者
の
問
題
を
扱
う
委
員
会
)
、
同
社
会
保
障
委
員
会
、
岡
市
両
年
齢

者
委
員
会
、
伺
住
宅
委
員
会
、
同
病
院
改
革
委
員
会
で
あ
ん
い
)

国
民
教
育
を
取
り
扱
っ
た
分
科
会
の
報
告
者
ギ
ロ
ン
(
の
己

-
Fロ
)
は
、
「
行

政
構
造
(
己

E
n昨日
g
注
目
山
口
百
円
巳
宮
町
田
)
の
不
適
応
と
過
度
の
中
央
集
権
」

を
批
判
し
、
学
校
及
び
大
学
の
建
設
の
た
め
の
大
規
模
な
募
債

(05司
E
口同)

を
提
案
し
た
。
住
宅
問
題
に
つ
い
て
の
分
科
会
は
担
当
大
臣
の
マ
ツ
イ
オ
ル

(
Y
F
N
5
3

も
参
加
し
て
活
発
な
討
論
を
行
な
っ
た
。

」
の
分
科
会
の
報
告

者
プ
リ
ウ

2
1
2
H
)
の
報
告
は
こ
の
問
題
が
極
め
て
重
要
な
こ
と
を
指
摘

し
た
後
、
政
府
の
計
画
の
よ
う
な
毎
年
三
五
万
戸
の
増
加
で
は
な
く
四
五
万

戸
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
建
築
許
可
の
手

続
を
筒
略
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
病
院
改
革
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ル
・
ガ
ル
(
戸
ゅ
の
と
-
)
博
士
が
報
告
し
た
。
彼
は
施
設
の
欠
乏
と
職
員
の
不

足
を
指
摘
し
た
後
、
県
レ
ベ
ル
で
の
保
健
事
業
の
再
編
成
と
全
国
的
な
病
院

(

川

崎

}

基
金
(
円
。
ロ

e
s
t
D
E二
百
回
司
巳
巳
E
円
)
の
創
設
を
要
求
し
た
。

最
終
日
に
二
三
四
人
の
国
民
議
会
議
員
は
全
員
一
致
で
「
全
体
政
策
の
宣

言
」
を
可
決
し
、
ポ
ン
ピ
ド
ク

i
首
相
の
閉
会
演
説
で
幕
を
閉
じ
た
。
全
体

政
策
の
宣
言
は
、
ア
メ
リ
カ
と
同
盟
を
結
び
つ
つ
も
自
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
形
成
を
目
ざ
す
ド
ゴ

l
ル
の
外
交
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
、
物
価
の
上
昇

を
阻
止
し
通
貨
の
安
定
を
維
持
す
る
目
的
で
政
府
が
と
っ
た
手
段
を
全
面
的

に
承
認
す
る
こ
と
、
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
四
年
の
議
員
研
究
集
会
は
同
年
九
月
一
一
一
一
日
か
ら
二
四
日
ま
で
デ

ィ
ナ
ー
ル
(
口
広
向
島
)
で
関
か
れ
た
。

こ
の
集
会
で
は
、
分
科
会
に
お
い
て
も
最
終
日
の
全
体
集
会
に
お
い
て
も
、

翌
年
春
に
行
な
わ
れ
る
地
方
選
挙
に
お
け
る
他
の
勢
力
と
の
同
盟
の
問
題
が

重
要
な
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
若
干
の
地
方
出
身
の
議
員
は
選
挙

協
定

(
-
2
2
Z
E
g
A
m
-
2
5
2
-
g
)
の
た
め
の
戦
術
の
自
由
を
要
求
し
た

(
げ
}

が
、
こ
れ
に
反
対
し
て
、
他
の
勢
力
と
の
同
盟
は
全
国
レ
ベ
ル
で
定
め
る
べ

き
こ
と
を
主
張
す
る
者
も
あ
っ
た
。
結
局
、
両
者
の
妥
協
が
は
か
ら
れ
、
人

口
三
万
人
以
上
の
町
(
こ
こ
で
は
閉
鎖
名
簿
式
多
数
投
票
制
が
採
ら
れ
て
い

る
)
で
は
、
選
挙
の
同
盟
会

g
m
F
2
8
2
ω
色。

n
g
g
Z
ω
)
を
結
ぶ
に
は
党

中
央
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
人
口
一
二
万
人
未
満
の
町
村
(
こ
こ
で
は
複
数

政
党
に
よ
る
名
簿
の
作
成
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
〉
で
は
、
ど
ん
な
と
り
き

〔
時
)

め
を
す
る
こ
と
も
、
地
方
の
指
導
者
が
自
由
に
な
し
う
る
、
と
さ
れ
た
。

こ
の
集
会
は
、
ま
た
、
軍
事
計
画
法
を
と
り
あ
げ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド

北法30(4・216)898



ル
・
サ
ン
ギ
ヌ
テ
ィ
(
〉

-oE口
弘
円
。

ω白ロ
m
E
Z
2
t
)
が
「
国
防
の
将
来
に
か

ん
す
る
報
告
書
」
を
出
し
、
そ
れ
は
短
い
討
論
の
後
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

た
。
こ
の
報
告
書
は
、
核
武
装
を
す
す
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
軍
事
計
画

法
は
「
戦
略
的
な
力
を
も
っ
最
初
の
世
代
を
つ
く
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ

ろ
う
」
と
述
べ
、
核
武
装
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
た
。

同

最
終
日
の
二
四
日
に
研
究
集
会
は
「
全
体
政
策
の
宣
言
」
を
可
決
し
た
。

そ
れ
は
「
経
済
的
社
会
的
民
主
主
義
の
道
に
お
い
て
新
し
い
前
進
が
と
げ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
こ
の
前
進
は
、
経
済
社
会
評
議
会
と
い
う

ブラシス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

頂
点
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
地
域
レ
ベ
ル
さ
ら
に
は
各
企
業
の
レ
ベ
ル
に

お
け
る
「
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
の
自
発
的
な
協
力
」
を
組
織
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
の
宣
言
は
ま
た
翌
年

春
の
地
方
選
挙
を
意
識
し
て
、
「
第
四
共
和
制
の
諸
政
党
の
体
制
に
戻
ろ
う

と
す
る
」
人
々
と
「
極
右
又
は
極
左
の
政
党
の
独
裁
を
も
っ
て
民
衆
主
権

(
ω
2
2
5
5
2
b
司

D

宮
E
B
)
に
代
え
る
」
人
々
と
を
「
反
動
勢
力
」

(
円

S
2
Eロ
ロ
丘
町
2
)
と
し
て
非
難
し
、
「
次
に
来
る
選
挙
の
時
、
闘
い
は
エ
ネ

(
却
)

ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。

一
九
六
五
年
、

一
九
六
六
年
、

一
九
六
七
年
の
三
年
間
は
議
員
研
究
集
会

は
開
か
れ
た
様
子
が
な
い
こ
と
は
先
に
言
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。

年
に
は
二
一
月
と
九
月
の
二
回
開
か
れ
て
い
る
。

一
九
六
八

一
九
六
八
年
三
月
の
議
員
研
究
集
会
は
、
三
月
二
ハ
日
と
一
七
日
に
ア
ジ

ヤ
ツ
ク
シ
オ
(
〉
E
n
2
0
)
で
関
か
れ
た
。
国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長

ア
ン
リ
・
レ
イ
は
開
失
演
説
に
お
い
て
、
同
り

E
A
r
2
5ロ
わ
o
ロ〈

mwz-cロ
の
ロ

ラ
ン
・
デ
ュ
マ
(
岡
山

D-E仏
ロ
ロ
自
自
)
ら
が
憲
法
三
四
条
の
修
正
を
企
て
て

い
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
第
五
共
和
制
憲
法
を
擁
護
す
る
よ
う
議
員
た
ち
に

訴
え
た
。
彼
は
ま
た
、
議
員
た
ち
に
対
し
て
、
重
要
な
討
論
の
時
に
は
本
会

議
に
出
席
す
る
こ
と
及
び
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め
た
肘
}
こ
の
た
び

の
議
員
研
究
集
会
で
は
分
科
会
は
開
か
れ
た
様
子
が
な
い
。

ポ
ン
ピ
ド
ク
l
首
相
は
閉
会
演
説
に
お
い
て
、
「
多
数
派
と
野
党
の
議
席

数
の
差
が
少
な
い
の
で
、
我
々
の
立
場
は
常
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
」
と

言
い
、
議
員
が
本
会
議
及
び
委
員
会
に
欠
席
し
な
い
よ
う
に
訴
え
た
。
彼
は

政
府
と
議
員
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
を
緊
密
に
す
る
た
め
に
、
毎
週
火
眼
目
の

国
民
議
会
議
員
グ
ル
ー
プ
の
定
例
の
総
会
に
政
府
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
を
出

席
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
首
相
は
ま
た
憲
法
三
四
条
の
修
正
の
企
て
に

言
及
し
、
立
法
領
域
と
規
則
領
域
の
区
別
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と

し
、
「
政
府
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
譲
歩
し
な
い
し
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て

い
る
政
府
の
権
利
に
対
す
る
い
か
な
る
侵
害
も
受
け
い
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と

言
っ
た
。

一
九
六
八
年
秋
の
議
員
研
究
集
会
は
九
月
一

O
日
か
ら
二
一
日
の
間
に
、

北法30(4・217)899



料

ラ
-
ボ

l
ル
(
「
ω

∞E
F
)
で
開
か
れ
た
。
例
年
の
よ
う
に
全
員
集
会
の
あ

と
六
つ
の
議
会
行
動
委
員
会
(
五
章
三
節
の
註

ω参
照
)
に
分
か
れ
て
討
議

を
し
、
最
後
に
再
び
全
員
集
会
を
し
た
。
こ
の
た
び
、
議
会
行
動
委
員
会
は
、

資

大
学
、
情
報
及
び
文
化
問
題
、
一
一
雇
傭
、
公
職
(
問
。
ロ
2
5ロ
宮
Z
5
5
)
の
改

革
、
企
業
へ
の
参
加
、
物
価
の
六
つ
の
問
題
ご
と
に
つ
く
ら
れ
た
が
、
こ
の

た
び
の
研
究
集
会
で
最
も
中
心
に
な
っ
た
問
題
は
大
学
問
題
で
あ
っ
た
。

国
民
教
育
相
エ
ド
ガ

l
・
フ
ォ
ー
ル
(
開
仏
間
一
日
明
E
B
)
は
、
資
格
試
験

の
代
り
に
選
抜
試
験
食
品

-2己
ロ
ロ
)
を
導
入
す
る
と
い
う
多
く
の
ゴ

1
リ
ス

ト
議
員
、
か
望
ん
で
い
る
改
革
に
つ
い
て
、
消
極
的
な
態
度
を
明
ら
か
に
し

た
。
彼
は
「
選
抜
制
度
(
の
採
用
)
は
一
時
的
な
問
題
で
な
く
、
氷
続
的
な
問
題

だ
」
と
し
、
初
等
教
育
及
び
中
等
教
育
を
改
革
し
た
後
で
な
け
れ
ば
永
続
的

な
改
革
は
行
な
わ
な
い
と
言
い
、
選
抜
制
度
は
直
ち
に
は
実
行
出
来
な
い
と

し
た
。
彼
は
ま
た
、
「
私
は
、
選
挙
民
が
我
々
に
対
し
て
秩
序
を
維
持
す
る

こ
と
だ
け
を
求
め
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
我
々
は
秩
序
を
維
持
す
る
人
間

(
r
D
5
5
2
円
。
叫
門
町
四
)
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
思
想
を
も
っ
た
人
間

(
}
H
O
S
E
2
《目。

-m
唱。ロ
ω
b
o
)
で
も
あ
る
」
と
言
っ
て
、
教
育
改
革
問
題
に
正

面
か
ら
取
り
組
む
と
い
う
意
欲
を
示
し
た
。

こ
の
議
員
研
究
集
会
は
最
終
日
に
い
く
つ
か
の
宣
言
(
大
学
問
題
に
関
す

る
宣
言
、
物
価
問
題
に
関
す
る
決
議
、
企
業
参
加
に
関
す
る
決
議
〉
を
出
し

た
。
こ
の
う
ち
「
大
学
問
題
に
関
す
る
宣
言
」
の
主
要
な
内
容
は
次
の
三
点

を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ
門
大
学
生
の
大
部
分
は
大
学
に
対
し
て
知
識
の

伝
達
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
知
識
を
出
発
点
と
し
て
自
己
を
開
発
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
職
場
を
獲
得
す
る
可
能
性
を
期
待
し
て
い
る
。
∞
高
等
教
育
は

多
様
化
さ
れ
(
伽
昨
日
伝
4
0
3
5
b
)
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
多
様
化
は
現

在
の
制
度
と
は
異
な
る
選
抜
試
験
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
白
参
加
に
つ

い
て
の
一
般
原
則
は
学
生
が
大
学
の
責
任
と
管
理
に
関
与
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
。一

九
六
九
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
は
一
一
日
と
一
一
一
日
の
二
日
間
ア
γ

ボ
ワ
ズ
(
〉
g
r
0
2
0
)
で
聞
か
れ
た
。
集
会
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ブ
レ
の
長
い

演
説
で
開
始
さ
れ
た
が
、
こ
の
演
説
は
ド
ゴ

i
ル
が
政
界
を
去
っ
た
後
の
ゴ

ー
リ
ス
ト
政
党
に
は
「
開
放
性
」

(05一巾
3
c
Z
)
と
「
団
結
」

(
S
Z田

町

O
ロ)

の
二
つ
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
た
。

」
の
集
会
は
満
場
一
致
で
決
議
を
可
決
し
た
。
そ
れ
は
、
党
所
属
の
同
会

両
院
の
議
員
は
「
大
統
領
、
首
相
及
び
政
府
の
財
政
再
建
と
い
う
さ
し
せ
ま

っ
た
事
業
に
お
い
て
、
第
五
共
和
制
の
政
策
目
標
に
向
か
う
永
続
的
努
力
に

お
い
て
、
大
統
領
、
首
相
及
び
政
府
の
活
動
を
支
持
す
る
と
い
う
一
致
し
た

(
却
}

意
思
を
確
認
し
た
」
と
い
う
、
極
め
て
抽
象
的
な
、
内
容
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
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最
後
に
シ
ャ
バ
ン
H
デ
ル
マ
ス
首
相
が
閉
会
演
説
を
し
た
。
そ
れ
は
、
制

度
、
自
由
、
世
界
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
地
位
と
役
割
、
経
済
の
近
代
化
と

発
展
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
内
容
に
は
乏
し
い
も
の
で
あ
っ

た。
一
九
七

O
年
に
は
三
月
と
九
月
の
二
回
の
議
員
研
究
集
会
が
開
か
れ
た
。

三
月
の
集
会
は
三
月
二

O
日
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
(
回
国
吋
玄
N
C
ロ
)
で
開
か
れ
た
。

t今

こ
の
集
会
で
は
党
総
務
ロ
ベ
ー
ル
・
プ
ジ
ャ

l
ド
(
問
。
ず

2
片

岡

vccyι
巾
)
が

ブラシス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と狩質

演
説
し
た
。
彼
は
地
方
選
挙
の
結
果
に
満
足
だ
と
し
、
そ
の
成
功
の
原
因
は

党
機
構
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
た
後
、
「
我
々
は
共
和
国
大
統

領
の
基
本
的
方
針

(mgロ
ι
2
2
-
g
g
t
oロ
由
)
に
対
し
て
忠
実
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
大
衆
は
そ
れ
を
要
求
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
。
こ
の
度
の
議
員
研

究
集
会
で
は
重
要
な
演
説
や
討
論
や
決
議
が
な
さ
れ
た
様
子
は
な
い
。

一
九
七

O
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
は
九
月
一
六
日

i
一
八
日
シ
ャ
モ
ニ

(わ

E
B
C
E阿
)
で
関
か
れ
た
。
こ
の
度
の
集
会
に
は
二
八
四
人
の
国
民
議
会

議
員
と
三
五
人
の
元
老
院
議
員
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が
参
加
し
た
。
歓
迎
演
説

の
あ
と
ジ
ャ
ン
H
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
カ
(
』

gpHM}己ロ宅。
H缶
百
三
)
の
報
告

書
に
も
と
e

つ
い
て
国
民
教
育
に
か
ん
す
る
問
題
の
検
討
に
と
り
か
か
っ
た
。

報
告
者
は
「
わ
が
国
の
教
育
制
度
に
か
ん
し
て
は
大
き
な
反
省
の
動
き
が
生

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
「
現
在
の
社
会
が
個
人
を
一
一
周
孤
立
さ

せ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
明
日
の
社
会
の
言
葉
を
子
供
達
に
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ん
だ
。
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
員
が

発
言
し
た
が
、
宣
言
と
か
決
議
の
か
た
ち
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
集

会
全
体
の
考
え
方
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
研
究
集
会
は
つ
い

で
行
政
改
革
の
問
題
と
行
政
の
地
方
分
権
化
の
問
題
を
討
論
し
た
が
、
こ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
紛
究
集
会
全
体
の
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

最
終
日
に
は
シ
ャ
パ
ン
日
デ
ル
マ
ス
首
相
が
演
説
を
し
た
。
彼
は
一
九
七

O
年
は
「
経
済
及
び
財
政
の
上
で
再
建
の
年
で
あ
る
」
が
、
「
重
要
な
意
義

を
有
す
る
社
会
的
な
年
で
も
あ
る
」
、
と
言
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
、

は
購
買
力
の
向
上
と
労
働
条
件
の
実
質
的
改
革
を
指
摘
し
た
。
彼
は
ま
た
一

九
七
一
年
度
予
算
は
「
計
画
」
と
調
和
が
と
れ
て
い
る
と
言
い
、
土
地
政
策

の
財
源
は
六
O
W
A近
く
増
加
し
、
電
信
及
び
電
話
の
た
め
の
努
力
は
産
業
と

雇
傭
に
有
益
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。

一
九
七
一
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
は
二
八
三
人
の
国
民
議
会
議
員
、
一
二

六
人
の
元
老
院
議
員
、
二
四
人
の
経
済
社
会
評
議
会
の
委
員
及
び
約
二

O
人

の
大
臣
を
集
め
て
、
九
月
一
五
日
か
ら
一
七
日
ま
で
イ
エ

l
ル
へ

Z
1
2
ω
)

で
開
か
れ
た
。
最
初
の
日
に
演
説
し
た
国
民
議
会
の

U
・
D
-
R
議
員
グ
ル

-
プ
の
会
長
マ
ル
ク
・
ジ
ャ
ケ
(
宮
同

R
E
B
Z
2
)
は
立
法
部
と
政
府
の
関

首
相

北法30(4・219)901



料

一
九
七
三
年
の
議
会
選

係
の
改
善
を
政
府
に
対
し
て
要
求
す
る
と
と
も
に
、

資

挙
は
「
真
に
困
難
な
選
挙
戦
」
だ
と
し
て
、
多
数
派
の
団
結
の
必
要
性
を
強

調
し
た
。

マ
ル
グ
・
ジ
ャ
ケ
の
演
説
の
後
、
集
会
の
参
加
者
は
、
議
会
活
動
の
組
織

及
び
執
行
府
と
立
法
部
の
関
係
に
関
す
る
分
科
会
、
経
済
・
社
会
状
況
に
関

会 す
Iこる
分 分
れ 科、 A

そえ

れ地
セ方

色悪
間 市
題 町
芹 村
恨 の
討 改

k草

分岳
科 52
全ら
り分
報

科
告ム
書 Z
を 一
作ニ

ペコ成
の

し
恥 9.分
勺~l斗

議
会
活
動
の
組
織
及
び
執
行
府
と
立
法
部
の
関
係
に
関
す
る
報
告
は
、
議

会
の
危
機
は
「
〈
議
会
の
〉
ゆ
っ
く
り
と
し
た
権
力
喪
失

(-gz
伝
聞
Et

《
]
凶
片
岡

O
ロ
)
の
帰
結
」
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、
付
議
院
規
則

を
適
用
し
て
演
説
を
読
む
こ
と
の
禁
止
や
個
人
投
票
の
義
務
な
ど
の
規
定
を

現
実
化
す
る
こ
と
、
白
本
会
議
開
会
中
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
集
会
の
禁
止

白
委
員
会
の
た
め
に
二
日
間
の
審
議
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
、
な
ど
若
干
の

具
体
的
提
案
を
し
て
い
る
。

社
会
問
題
に
関
す
る
報
告
書
は
行
政
専
門
職
に
つ
い
て
、
そ
の
「
尊
大
さ

(50H間
5
)、
無
礼

(
5
8
-
3
2
)、
良
心
の
な
さ

(
5
8
5
2
3
3
)」
を
指

摘
し
、
政
府
に
対
す
る
批
判
を
表
明
し
た
。

こ
の
よ
う
な
強
い
政
府
批
判
、
議
会
の
復
権
を
求
め
る
戸
を
前
に
し
て
、

最
終
日
に
演
説
し
た
シ
ャ
バ
ン

H
デ
ル
マ
ス
首
相
は
議
会
と
の
協
調
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
の
た
び
の
議
員
研
究
集
会
で
は
議
員
の
考
え

を
宣
言
な
い
し
決
議
の
か
た
ち
で
ま
と
め
る
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

一
九
七
二
年
三
月
の
議
員
研
究
集
会
は
、
三
月
一
一
一
一
一
日
か
ら
二
日
間
ヌ
イ

リ
イ

(
Z
2
E
5
で
行
な
わ
れ
た
。
第
一
日
目
、
元
大
臣
で
国
民
議
会
の
財

務
委
員
会
の
委
員
長
の
ジ
ャ
ン
・
シ
ャ
ル
ボ
ネ
ル

G
Sロ
〔

U
E手
S
5
3

は
国
民
議
会
は
「
政
府
と
の
特
権
的
な
対
話
者
」
(
コ
ロ
芯
門
戸
D
n
E
2円
℃

巳

1
・

-
b
m
t
b
E
m
c
g
R
5
5
8同
)
で
あ
り
、
「
経
済
政
策
及
び
社
会
政
策
の
決

定
と
適
用
に
お
い
て
ま
す
ま
す
大
き
な
役
割
」
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
叫
)

ぃ
、
と
政
府
が
国
民
議
会
を
よ
り
重
視
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
の
他
、

国
民
議
会
の
財
務
委
員
会
の
総
括
報
告
者

(g若
宮
古
口
円
札
口

bg})
サ
パ

テ
ィ
エ

(ω
与
3
2
)
が
、
現
在
の
税
制
を
積
極
的
に
評
価
し
納
税
者
の
態

度
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
す
る
徹
底
し
た
政
府
寄
り
の
演
説
を

(
剖
)

し
た
。こ

の
研
究
集
会
で
は
、
議
員
た
ち
の
考
え
が
宣
言
な
い
し
は
決
議
の
か
た

ち
で
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
集
会
の
演
説
は
右
に
見
た
と
お

り
具
体
的
内
容
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
二
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
は
九
月
一
九
日
に
国
民
議
会
の
置
か

れ
て
い
る
ブ
ル
ボ
ン
宮
内
で
行
な
わ
れ
た
。
集
会
が
一
日
で
終
っ
た
こ
と

も
、
こ
れ
ま
で
保
養
地
で
閃
か
れ
て
い
た
の
に
パ
リ
で
聞
か
れ
た
こ
と
も
災
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例
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
研
究
集
会
は
、
財
務
委
員
会
の
総
括
報
告
者
サ
パ
テ
ィ
エ
に
よ
る
一

九
七
三
年
度
予
算
案
の
説
明
で
始
め
ら
れ
た
。
彼
は
、
予
算
案
が
「
過
去
の

約
束
を
守
り
、
最
近
の
約
束
を
実
施
に
移
し
、
新
し
い
約
束
を
告
げ
る
」
も

の
だ
と
し
て
こ
れ
を
讃
美
し
た
後
、
国
民
議
会
に
お
け
る
予
算
の
討
論
に
お

同

い
て
「
グ
ル
ー
プ
の
統
一
と
グ
ル
ー
プ
の
活
動
の
有
効
性
を
い
ま
一
度
一
不
す

こ
と
」
を
訴
え
た
。

フラジス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

リ
パ
ド
l
H
一
ア
ュ
マ
(
戸

E
r邑
EE'ロ
ロ
自
白
ω)

議
員
は
第
五
共
和
制
の

社
会
政
策
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
た
。
彼
は
こ
の
報
告
書
の
中
で
、
「
第

五
共
和
制
は
反
社
会
的
政
策
を
行
な
っ
た
し
、
議
会
は
社
会
政
策
を
定
め
る

こ
と
に
お
い
て
何
の
役
割
も
果
さ
な
か
っ
た
と
い
う
、
若
干
の
新
聞
に
よ
っ

て
広
く
伝
え
ら
れ
た
二
つ
の
定
式
(
出
色
。
包

g)」
を
反
駁
し
、
第
五
共
和
制

の
社
会
政
策
は
「
一
九
一
四
年
の
戦
争
以
来
行
な
わ
れ
て
き
た
社
会
政
策
の

う
ち
で
最
も
活
発
な
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
報
告
書
に

も
と

e
つ
い
て
討
論
が
展
開
さ
れ
た
様
子
は
な
い
。

ミ
ニ
ス
ト
b
y

・d
ア

F

研
究
集
会
は
午
後
、
国
防
担
当
の
国
務
大
臣
で
元
首
相
の
ド
ブ
レ
の
演
説

と
メ
ス
メ
ル
首
相
の
演
説
を
聞
い
た
。
ド
ブ
レ
は
、
「
自
分
た
ち
ゴ

l
リ
ス

ト
ヲ
ヂ
イ
グ
ヨ
ナ

9
λ
ト

ν
7
オ
か
マ
ト

I
b
p

ト
は
、
伝
統
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
改
革
者
で
あ
る
と
し
、
政
治

外
交
政
策
、

経
済
政
策
及
び
社
会
の
進
歩
の
領
域
に
お
い
て
は
」
、

制
度

(
H
)
 

い
か
な
る
妥
協
も
し
な
い
こ
と
が
本
質
的
に
重
要
な
こ
と
だ
と
言
っ
た
。
メ

ス
メ
ル
首
相
は
、
経
済
の
分
野
に
お
い
て
、
「
物
価
の
上
昇
を
抑
制
す
る
こ
と
、

変
動
し
つ
つ
あ
る
分
野

(
E
2
2吋
凹

g
自
己
主
芯
ロ
)
を
近
代
化
す
る
こ
と
、

工
業
化
を
促
進
す
る
こ
と
」
な
ど
に
よ
り
新
し
い
経
済
を
建
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
。
彼
は
ま
た
議
会
と
の
協
力
関
係
を
強
化
す
る
意
思
の
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
議
会
の
全
て
の
提
案
(
回
己

mmgzgω)
は
検
討

さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
「
政
府
と
多
数
派
と
の
連
帯
及
び
多
数
派
を
構

成
し
て
い
る
諸
組
織
間
の
連
帯
と
い
う
二
つ
の
連
帯
」
の
必
要
性
を
強
調
し

た。
一
九
七
一
二
年
に
は
議
員
研
究
集
会
は
関
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
三
月
の
議
員
研
究
集
会
は
一
-
一
月
一
六
日
と
一
七
日
の
両
日
ノ

ジ
ャ
ン
・
ス
ュ

l
ル
・
マ
ル
ヌ

(
Z
C由

g
Z日
目
玄

mgo)
で
関
か
れ
た
。
こ

の
集
会
の
参
加
者
は
約
六

O
人
で
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
ク
ロ
ー
ド
・
ラ
ベ

(
2
2品
開

戸
田
ゲ
ゲ
恥
)
は
、
議

員
た
ち
に
向
か
っ
て
は
「
個
人
間
の
争
い
又
は
派
閥
を
つ
く
る
こ
と
は
斥
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
政
府
に
対
し
て
は
、
「
体
系
的
」
立
つ

「
、
水
続
的
な
」
多
数
派
と
の
協
議
を
実
行
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

国
民
議
会
議
長
の
エ
ド
ガ
i

・
フ
ォ
ー
ル
(
開

L
m
R
F
E
2
)
は
、
政
府

は
議
会
を
「
行
政
官
僚
機
構
」
(
窓
口

}
g
o
a
2
2
5
0
)
に
対
す
る
「
対
抗
重
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米}

(
ザ
}

力」

(
n
o
E
Z
H
)
S
L
ω
)
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
た
。

ド
プ
レ
は
物
価
の
上
昇
を
心
配
し
、
積
極
的
政
策
を
と
る
こ
と
を
政
府
に

資

要
求
し
た
。
彼
は
「
経
済
及
び
財
政
大
臣
が
所
得
政
策
に
つ
い
て
語
る
こ
と

を
拒
否
し
た
の
を
知
っ
て
驚
い
た
」
、
と
言
っ
て
政
府
を
非
難
し
た
上
、
「
も

し
所
得
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
政
策
の
感
覚
、
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
多
数

派
に
と
っ
て
重
大
な
失
敗
の
原
因
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

メ
ス
メ
ル
首
相
の
演
説
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
と
計
画
の
問
題
を
内
容
と

ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
と
っ
た
政

策
は
「
何
人
に
よ
っ
て
も
厳
し
く
異
議
を
と
な
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
」
と
言
っ
て
自
賛
し
、
左
派
の
共
同
綱
領
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
二
百
も

ふ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
た
。
計
画
の
問
題
に
つ
い
て
は
政
府
が
定
め
る
三
つ

の
政
策
目
擦
を
明
ら
か
に
し
た
。
パ
門
は
、
現
在
の
状
況
に
適
応
す
る
発
展
の

政
策

S
o
-
-
t
s
E
r
仏
雪
己

0
3
0
B
g同
)
を
遂
行
ず
る
こ
と
。
具
体
的
に

は
優
先
順
位
を
つ
け
な
が
ら
発
展
の
政
策
を
行
な
う
。
同
は
、
社
会
的
平
和

の
維
持
。
政
府
は
雇
傭
政
策
を
実
施
し
「
犠
牲
の
公
平
な
配
分
」
を
確
保
す

る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
七
四
年
の
国
民
生
産
か
ら
二
%
を
天
引
し
、
そ
れ

を
石
油
製
品
の
価
格
上
昇
分
の
支
払
に
当
て
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
犠
牲

の
公
平
な
配
分
が
可
能
だ
と
し
た
。
同
は
、
平
和
の
よ
り
よ
い
安
定
を
見
出

す
こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
内
在
的
要
閣
を
抑

え
る
こ
と
」
と
「
価
格
と
賃
金
に
つ
い
て
同
時
に
総
合
的
政
策
を
定
め
、
且

北法30(4・222)904

っ
そ
れ
を
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
」
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
。

最
後
に
メ
ス
メ
ル
は
、
「
我
々
が
行
な
う
活
動
が
何
で
あ
れ
、
政
府
の
活

動
が
多
数
派
の
団
結
と
飛
躍
に
依
存
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
己
と
言

ぃ、

U
-
D
-
R
の
団
結
を
呼
び
か
け
た
。

一
九
六

O
年
か
ら
一
九
七
四
年
迄
の
議
員
研
究
集
会
の
様
子
を
見

て
き
た
。
こ
の
集
会
は
、
会
期
直
前
に
関
か
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
元
来

議
会
活
動
を
準
備
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
次
第
に
そ

以
上

の
よ
う
な
役
割
を
失
い
、

一
方
で
議
員
が
政
府
に
対
し
て
不
満
を
示
し
、
他

方
で
政
府
が
議
員
に
対
し
て
団
結
と
支
持
を
呼
び
か
け
る
と
い
う
、
政
府
と

議
員
の
交
流
の
場
と
い
う
性
格
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

(
1
)
議
員
研
究
集
会
は
重
要
な
集
会
で
あ
る
た
め
、
ル
毛
ン
ド
紙
は
大
き

な
ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
て
こ
の
集
会
の
様
子
を
伝
え
る
の
が
常
で
あ
る
が

一
九
六
五
年
、
一
九
六
六
年
、
一
九
六
七
年
の
三
年
間
は
、
こ
の
議
員

ヲ
ネ
・
ボ
リ
テ
イ
ツ
タ

叫
問
究
集
会
に
つ
い
て
全
く
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
『
政
治
年
鑑
』
も
こ
の
一
一
一
年

間
に
つ
い
て
の
み
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
て
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
集
会
は
一
九
六
五
年
か
ら
三
年
間
は

関
か
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
七
三
年
に
つ
い
て
も
事
情
は
同

様
で
あ
る
。

(

2

)

一
九
五
九
年
の
議
員
情
報
集
会
は
ア
ス
ニ
エ
ー
ル
(
〉

gFPBω)
に

お
い
て
同
年
四
月
一
四
日
と
一
五
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
閃
か
れ
た
。



白

こ
の
集
会
に
は
多
数
の
国
会
議
員
の
他
地
方
の
代
表
が
参
加
し
た
。
集

会
は
四
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
討
論
し
た
後
、
全
体
集
会
を
開
い
た
。

凶
つ
の
分
科
会
は
、

U
-
N
-
R
の
議
員
の
役
割
に
か
ん
す
る
も
の
、

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
問
題
に
か
ん
す
る
も
の
、
教
育
問
題
に
か
ん
す

る
も
の
、

U
・
N
・
R
の
地
方
へ
の
定
着
に
か
ん
す
る
も
の
の
四
つ
で

あ
っ
た
。
こ
の
議
員
情
報
集
会
の
中
で
と
く
に
重
要
な
最
後
の
全
員
集

会
を
司
会
し
た
の
は
党
総
務
の
ジ
ヤ
ラ
ン
ド
ン
で
あ
っ
た
。
(
同
¥
〉
ロ
ロ
含

旬。口同山
ρ
c
o
H
C日
申
.
同
】
・
品
品
・
)

(
3
)
以
下
の
記
述
は

Hho
冨
O
E
O
-
M品
田
町
立
・

5
g
-
に
よ
る
。

(

4

)

『

冨

S

F

N
品
目
立
-
s
g
・

ハ
5
)
同
・

(
U
7
2
-
2
・
F
w
d
-
Z
-
m
-
-
O
M
y
n
F了
間
Y
区
∞
-

(

6

)

以
上
の
一
九
六
一
年
二
月
の
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
て
は
戸
巾

Yへ同C
ロ
L
P
H
M
l
H
u
h
b〈
同
支
出
に
よ
る
。

ハ
7
)
ト
マ
ジ
ニ
の
雪
国
う
と
お
り
、
第
五
共
和
制
の
下
で
は
、
議
員
提
出
法

案
が
法
律
に
な
っ
た
例
は
極
め
て
少
な
い
。
第
四
共
和
制
及
び
第
五
共

和
制
(
最
」
初
の
二
年
)
の
議
会
に
お
け
る
政
府
提
出
法
案
及
び
議
員
提

出
法
案
の
付
託
数
・
採
択
数
に
つ
い
て
、
深
瀬
忠
-
「
立
法
過
程
の
研

究
(
フ
ラ
ン
ス
)
」
(
『
比
較
法
研
究
』
二
三
号
〉
一
一
三
頁
参
照
。

(

8

)

以
上
の
一
九
六
一
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
て
は

F
O

Z

S

F

N
品i
呂
田
O
H
U
H
-
5
2
・
に
よ
る
。

(

9

)

ル
モ
ン
ド
紙
の
ギ
シ
ャ

l
ル
(
〉

Z
Z
C
E口
『
阻
止
)
記
者
は
「
多
く

の
U
-
N
-
R
の
議
員
た
ち
は
、
強
く
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
条
件

に
同
意
す
る
場
合
以
上
に
権
力
に
自
分
た
ち
の
戸
を
聞
き
い
れ
さ
ぜ
る

ブラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

と
い
う
気
持
を
も
っ
て
い
る
」
と
一
記
し
て
い
る
。

(
F
o
F
Fロ
L
P
N
十

日
日
担
。
℃
同
戸
喧
品
γ
)

(
叩
〉
一
九
六
二
年
九
月
の
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
て
は
で
〉
ロ
ロ
常
唱
。
-r

昨
日
』
己

O
H甲町一
Y
M
V
H
O品
・
に
よ
る
。

(日
)

C

Z

g

F

己
目
立
・

5

8
・

(
ロ
)
『
冨
o
E
P
N品
閉
め
宮
・

5

8
・

(日
)
F
o
y向。ロ
L
0
・
N
H
耳
目
昆

-
H虫記・

ハ
リ
門
)
ピ
玄
g
F
N
H
Z宮・

5

8
・

(
日
〉
戸
内
宮
S
L
0
・
N
M
l
N
ω
z
-
v
F
H申告・

(Mm)
円。

ζ
g
L
O
噌
一
区
間
宮
・

5

8
・

〔
げ
)
こ
れ
ら
の
議
員
が
求
め
た
他
の
政
党
と
の
選
挙
協
力
と
は
、
独
立

派、

M
-
R
-
P
、
ラ
ジ
コ
!
と
共
同
名
簿
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
っ

た。

(
H
h
o
y向。ロ
L
P
M印

mmwH昆
-
H也
mrF)

(
同
〉
戸
0
7向。ロ島
0・
8

2

3
・
忌
霊

(
川
口
)
戸
o
y由。ロ
L
P
M印

ω何一宮・]「由出品・

(m出
)
H
h
o
y向。口仏
0
・日出

ωOHM同・

5

2
・

(
幻
)
憲
法
三
四
条
は
、
議
会
の
権
力
を
抑
制
す
る
た
め
に
第
五
共
和
制
憲

法
が
設
定
し
た
条
項
の
一
つ
で
、
立
法
領
域
を
厳
格
に
規
制
し
た
条
項

で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
立
法
領
域
は
三
四
条
で
列
挙
さ
れ
た
事

項
に
限
ら
れ
、
規
則
制
定
事
項
は
拡
大
さ
れ
た
か
ら
、
議
会
の
犠
牲
に

お
い
て
政
府
の
立
場
は
強
く
さ
れ
た
。
(
え
・

ζ
・
ロ
5
2
m
m
p
H
g巴・

2
己
C
ロ
ω
唱。
-
x
z
z
o
m
2
L
E
H
H
n
Dロ
ω
H
x
c
t
cロロ
0
7
司

-
C・
m-
】由叶
0

・

H
V

・
斗
明
品
。
仲
田
ロ
ロ
ア
)
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料

(
泣

)
F
o
z
c
E
P
H叶
iH∞
自
由
同
凹

S
S
-

(幻

)
H
h
呂
c
E
0・
5
g
m
g
s
g・

(川口)円、。

ζ
o
E
P
H凶
器
用
足
・

5
g
-

(
忽
)
以
上
は

F
O
冨
C
ロ
ι0・
広
田
町
宮
・

5

8・
に
よ
る
。

(
お
)
こ
の
「
大
学
問
題
に
関
す
る
笠
甘
口
」
は
、
大
学
改
革
に
関
す
る
分
科
会

に
よ
っ
て
|
|
|
ポ
ン
ピ
ド
ヮ
l
首
相
が
出
し
た
若
干
の
修
正
を
受
け
い

れ
た
後
|
|
可
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
体
の
集
会
の
採

決
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
後
に
定
例
の
議
員
グ
ル
ー
プ
の
議
員
総

会
に
お
い
て
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
円
。
ぞ
ゲ
ロ
仏
P
ロ
目
立
・

5
g
)。
こ
の
議
員
研
究
集
会
で
院
ち
に
議
員
グ
ル
ー
プ
全
体
の
支
持
を

受
け
る
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
幻
〉
ド
プ
レ
が
こ
こ
で
附
い
て
い
る
「
解
放
性
」
と
い
う
吉
一
一
同
奨
が
何
を
怠

味
し
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
。
彼
は
「
解
放
性
と
は
;
:
:

我
々
の
教
説
と
我
々
の
本
質
的
立
場
を
放
棄
す
る
た
め
の
機
会
で
は
な

い
」
と
言
い
、
「
我
々
は
、
誰
も
ド
ゴ
ー
ル
将
卒
の
名
で
語
る
権
利
を
も

た
な
い
が
、
例
示
と
し
て
我
々
に
示
さ
れ
た
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
の
思
想
の

方
向
と
政
治
活
動
の
方
向
に
忠
実
で
あ
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

j
i
-
-
共
和
主
義
者
で
あ
り
且
つ
愛
国
者
で
あ
り
な
さ
い
、
そ
う

す
れ
ば
我
々
は
良
い
ゴ

l
リ
ス
ト
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た

(FO

ζ
o
E
o
む

R
3・
5
S
)。
結
局
ド
ブ
レ
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る

「
解
放
性
」
と
は
、
ド
ゴ
ー
ル
が
去
っ
た
現
在
、
ド
ゴ
ー
ル
の
思
想
や

行
動
を
柔
軟
に
解
釈
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
お
〉

Hhぬ
γ
向。
=
ι
P
E
1
5
2
-
v同・

]5S-

資

(mU)
円、巾

ζ
cロ仏
0・
E
1
5
m
o
-
-
s
s
-

(苅〉

F
o
y向。ロ品。
.
N
H
B
R
m
S
3・

(
引
)
こ
の
た
び
の
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
て
は
、
ル
モ
ン
ド
紙
も
党
総
務

プ
ジ
ャ

l
ド
の
演
説
を
紹
介
す
る
短
い
記
事
を
掲
載
す
る
の
み
で
あ

る。

(
刀
)
円
、
。

ζ
o
E
P
口
日
開
宮
・

5
8・

(MU〉
]
[
o
y向。ロ
L
P
H
J刊
明
。
℃
け
は
当
0
.

(
U
A
)
H
h
F向。ロ
L
P
H甲
田

O匂
H
H由
、
吋
(
)
・

(
日
以
)
マ
ル
ク
・
ジ
ャ
ケ
は
と
く
に
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
l
の
椴
力
の
過
度
の
拡

大

(
-
u
m
H
Z
5
5ロ
Y
3
R
r
o
t
s
z
m
E
}
M
O
E
O
-
H
H
m口
5
0口
同
白
門
戸
宮
町
)
」

こ
そ
が
立
法
部
と
政
府
の
関
係
の
悪
化
の
原
因
で
あ
る
、
と
し
て
こ
れ

を
非
難
し
、
立
法
部
と
政
府
と
の
関
係
の
改
善
の
た
め
に
議
会
に
刻

ス
イ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク

す
る
「
事
前
の
且
つ
体
系
的
な
諮
問
」
が
必
要
だ
と
し
た
。

(
F
o

y向。ロ仏
P
]
{晶

mOHU-h-H申
斗
]
「
)

(
%
)
F
o
y向。ロ色め咽

5

2
宮・

5
コ・

(幻一
)
F
o
y向。ロ
L
P
]
5
8宮・

]5叶
H・

ハ
沼

)
H
k
o
Z
S
F
5
2宮・

5
2・

(m刀
)
問
、
。

ζ
g
L
0・
5
2
-
P
S己
-

(
川
仙

)
H
l
o
z
s
L
P
M品
目
白
回
忌
吋
N・

〈
引
)
サ
パ
テ
ィ
エ
は
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
税
制
は
高
齢
者
及
び
商
人
・
手

工
業
者
に
対
し
て
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
点
で
「
社
会
的
」
で
あ

り
、
ま
た
「
効
率
が
よ
い
」
税
制
だ
と
言
っ
た
後
で
、
「
納
税
者
の
税
務

官
吏
に
対
す
る
態
度
及
び
税
務
官
吏
の
納
税
者
に
対
す
る
態
度
が
変
わ
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日

る
こ
と
」
が
最
も
重
要
な
こ
と
だ
と
言
っ
た
。

(
F
O
Y
向。ロ
ι
o
N品
目
白
田

]戸市当
N
)

(
刊
出
)
「
m

冨
g
p
-
N
O
混
同
】
同
・
巴
吋
N-

ハA
W
)

戸

σ
Z
o
a
p
N
O
z
-
-
忌
4Ne

(
川
廿

)
H
h
豆
O
E
O
-
N
H
Z
-
M
H・
5
叶

N-

(
の
)
円
、
。

ζ
s
p
.
N
H
凶町立・

5叶
N.

(
げ
判
)
「
。

g
oロ《凶
0
・

5

5白
E
S
E
-

ハ
円
引
〉
エ
ド
ガ

1
・
フ
ォ
ー
ル
は
ま
た
、
議
会
に
は
「
発
議
」
、
「
制
定
へ
の

協
力
」

(
g
E
D
E
Z
酔

-
6与
2
2
5ロ
)
、
「
統
制
」
|
|
こ
れ
は
む
し

ろ
「
追
従
」
に
な
っ
て
い
る
と
彼
は
一
言
う

i
lの
一
一
一
つ
の
役
割
が
あ
る

と
指
摘
し
た
後
、
「
真
の
思
索
者

(
B
O
E
S
Z口
同
)
は
議
会
だ
」
と
言
っ

て
、
議
会
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
ハ
「

m
z
g門目。
S
S
R
ω
5
4品・)

(
泊
旬
)
以
上
の
一
九
七
四
年
三
月
の
議
員
研
究
集
会
に
つ
い
の
一
記
述
は

F
O

Y
向
S
L
0
5
B
H
W
3
5
2・
に
よ
る
。

ブラ γス第五共和制下のゴーリスト政党の構造と特質

第
五
章
の
ま
と
め

国
民
議
会
に
お
い
て
、
ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
所
属
の
議
員
は
一
つ
の
議
員
グ

ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
規
約
は
、
議
員
総
会
の
決
定

で
議
員
の
投
票
を
拘
束
す
る
ば
あ
い
、
議
員
は
こ
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
投
票
規
律
」
の
制
度
を
は
じ
め
、
本
会
議

に
お
け
る
法
案
の
提
出
、
質
問
、
発
一
言
、
委
員
会
に
お
け
る
投
票
な
ど
、
議

同
氏
の
議
会
活
動
を
厳
格
に
規
制
す
る
規
定
を
設
け
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
定

は
厳
格
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
グ
ル
ー
プ
の
統
一
の
た
め
に
は

大
い
に
有
益
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
議
員
の
不
満
を
生
じ
た
。

議
員
グ
ル
ー
プ
は
議
決
機
関
と
し
て
議
員
総
会
を
置
き
、
運
営
の
機
関
と

し
て
会
長
及
び
政
治
局
を
置
い
て
い
る
。
形
の
上
で
は
総
会
が
最
高
決
定
機

関
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
局
に
よ
っ
て
審
議
日
程
に
登
載
さ
れ
た
問
題
し

か
審
議
出
来
な
い
と
ぎ
れ
た
か
ら
、
大
き
な
制
約
を
課
さ
れ
て
い
る
。

議
員
グ
ル
ー
プ
の
会
長
は
、
政
府
に
対
す
る
関
係
そ
の
他
に
お
い
て
グ
ル

-
プ
を
代
表
し
、
グ
ル
ー
プ
の
規
律
を
維
持
す
る
と
い
う
大
き
な
権
限
を
も

っ
て
い
る
。
会
長
は
議
員
の
投
票
で
選
出
さ
れ
る
か
ら
議
員
の
意
向
は
無
視

で
き
な
い
が
、
大
統
領
や
首
相
の
支
持
を
受
け
た
候
補
者
が
有
利
な
立
場
に

立
つ
の
で
、
会
長
に
な
る
た
め
に
は
、
大
統
領
や
首
相
の
支
持
も
必
要
だ
と

言
え
る
。

政
治
局
は
、
修
正
案
を
作
成
す
る
目
的
で
の
政
治
的
問
題
の
検
討
、
国
民

議
会
の
役
職
へ
の
候
補
者
の
指
名
、
委
員
会
へ
の
議
員
の
配
分
、
懲
罰
の
宣

北
口
な
ど
を
行
な
う
。
政
治
局
は
グ
ル
ー
プ
が
選
出
す
る
メ
ン
バ
ー
と
法
定
メ

ン
パ
!
と
で
構
成
さ
れ
る
が
、
議
院
の
議
長
や
委
員
長
な
ど
の
法
定
メ
ン
バ

ー
が
数
の
上
で
か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
。

研
究
機
関
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
ほ
ぼ
常
任
委
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キヰ

員
会
に
対
応
し
て
い
る
が
、
関
係
す
る
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
す

る
他
、
希
望
す
る
議
員
は
誰
で
も
参
加
し
う
る
。
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
関

資

連
す
る
問
題
を
研
究
す
る
他
、
議
員
提
出
法
案
の
作
成
、
政
府
法
案
に
対
す

る
意
見
の
提
出
、
修
正
案
及
び
質
問
の
調
整
を
任
務
と
し
た
。
専
門
研
究
グ

ル
ー
プ
は
政
府
と
議
員
の
交
流
の
場
と
し
て
も
機
能
し
た
。
即
ち
、
大
臣
た

ち
が
こ
こ
を
訪
れ
る
と
い
う
事
例
が
見
ら
れ
た
他
、
政
府
が
そ
の
職
員
を
こ

」
に
派
遣
す
る
と
い
っ
た
事
例
も
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
の
実
際
の
活
動
の
状
況
は
、
個
々
の
グ
ル

ー
プ
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
。
農
業
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
最
も
活
発
な
活

動
を
展
開
し
、
政
府
と
の
緊
密
な
協
調
の
下
に
、
重
要
な
議
員
提
出
法
案
を

作
成
し
こ
れ
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
成
果
を
あ
げ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
ま

た
大
臣
に
情
報
を
与
え
る
と
い
う
役
割
も
果
た
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
他
の

専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
お
し
な
べ
て
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
6

経
済
及
び
財
政
問
題
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
政
府
と
の
協
力
が

十
分
で
な
い
た
め
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
対
外
問

題
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
対
象
が
秘
密
に
さ
れ
や
す
い
こ
と
と
対
外

問
題
に
対
す
る
議
員
の
関
心
が
う
す
い
た
め
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
え
な

か
っ
た
。
社
会
問
題
専
門
研
究
グ
ル
ー
プ
は
精
力
的
な
活
動
を
し
た
が
、
そ

の
メ
ン
バ
ー
に
旧

U
・
D
・
T
の
左
派
の
人
物
が
多
く
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の

研
究
し
た
も
の
が
グ
ル
ー
プ
全
体
の
支
持
を
得
な
い
こ
と
が
多
く
、
結
局
大

き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

年
に
一
度
か
二
度
、
議
会
の
会
期
が
始
ま
る
直
前
に
全
議
員
を
集
め
て
開

か
れ
る
議
員
研
究
集
会
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
規
約
に
も
と
づ
く
も
の
で
は

な
い
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
集
会
で
あ
る
。
こ
の
集
会
の
あ
り
方
は
、
集
会

戸
九
六
八
年
ま
で
と
一
九
六
九
年
か
ら
と
で
は
様
子
が
大

毎
に
異
な
る
が
、

分
異
な
っ
て
い
る
。

一
九
六
八
年
迄
は
、
経
済
社
会
政
策
に
か
ん
す
る
具
体

的
な
問
題
を
と
り
あ
げ
、
実
質
的
な
討
議
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た

が
、
一
九
六
九
年
以
降
は
そ
う
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ

こ。

f
こ、

中

れ

」

吋

O
J
h

一
九
六
八
年
の
集
会
ま
で
は

集
会
の
最
後
に
「
宣
言
」
や

「
決
議
」
を
採
択
し
て
い
る
が
、
一
九
六
九
年
以
降
は
そ
う
い
う
こ
と
は
全

く
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六
九
年
以
降
、
首
相
や
大
臣
の
政
府
支
持

を
求
め
る
演
説
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
判
断
す

る
と
、
議
員
研
究
集
会
は
、
本
来
は
議
員
相
互
の
討
論
の
場
で
あ
っ
た
が
、

ポ
ン
ピ
ド
ヮ
ー
が
大
統
領
に
な
っ
た
一
九
六
九
年
以
降
は
、
議
員
相
互
の
討

論
の
場
と
い
う
よ
り
も
、
政
府
と
議
員
と
の
交
流
の
場
、
と
く
に
、
政
府
が

議
員
に
対
し
て
協
力
を
訴
え
る
場
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

〈
未
完
〉
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La structure et tendances ideologiques du Parti 

gaulliste sous la Ve Republique (3) 

Y oshiyasu ONO* 

V. Les parlementaires gaullistes constituent un groupe. Ses 

statuts reglent strictement les actes de ses membres en l'Assemblee 

nationale (vote， presentation de la proposition de loi， pr品sentation

des questions et intervention). Ces statuts sont utiles pour faire la 

cohesion du groupe， mais， en meme temps， ils produisent des 

mecontentements de parlementaires. 

Le groupe parlementaire gaulliste etablit quelques organes 

(reunion plるniere，pr品sident，bureau politique， groupes d'るtudes

specialises， journees d'品tudesparlementaires). La reunion pleniere， 

le president et le bureau politique sont organes de direction. Parmi 

ces trois organes le president et le bureau politique exercent de 

grands pouvoirs. 

Les groupes d'るtudesspecialises correspondent a peu pres aux 

comites permanents parlementaires. Chacun de ces groupes est 

charge d'etudier les probl色mesrelevant de son secteur et d'examiner 

les projets etξs propositions de lui. 1ls rel11v1i出 ent，en meme 

temps， une fonction come lieu des contacts entre le gouvernement 

et les parlementaires gaullistes. Mais les activites reelles de chacun 

de ces groupes sont di俗rentes selon les groupes. Un de ces 

groupes， ceJui d'agriculture deploie une activit邑 laplus dynamique 

et， avec Je concours du gouvernement， il obtient d'exceIlents resuI-

tats. 

Les journees d'etudes parlementaires qui se tiennent une ou 

deux fois chaque annee jouent un role important. L'aspect de ces 

journ品esa change cependent a partir de l'annee 1969‘ Jusqu'a 

勢 Professeuradioint de HokkaトgakuenKitami Universite 
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l'annee 1968， ces journ白savaient examine les questions concr企tes

concernant la politique economique et sociale， et adopte souvent 

{la declaration); ou {la resolution>.λpartir de l'annee 1969， ces 

journees n'examinent plus de question concrete et les discours du 

premier ministre et des ministres se font remarquer.λen juger 

par ces faits， a partir de ce moment la， elles ne sont plus lieu ou 

les par1ementaires traitent les questions concretes， mais lieu ou le 

gouvernement fait appel au concours des par1ementaires gaullistes. 

(a suivre) 
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